
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

はじめに 
 

近年、世界各地では、地球温暖化の影響と考えられる異 

常気象が頻発し、その被害は激甚化しています。益子町に 

おいても、これまでみられなかった猛暑やゲリラ豪雨など 

が発生しており、気候変動対策は喫緊の課題となっており 

ます。 

こうした状況の中、我が国では、温室効果ガス削減目標 

を「２０３０（令和１２）年度までに２０１３（平成２５） 

年度比で４６％減を目指し、さらに５０％の高みに向けて 

挑戦する」とする旨が表明されており、最終到達点として 

カーボンニュートラルの実現に向けて、気候変動対策を着 

実に推進していくとしています。 
 

町では、令和５年３月に「益子町第３次環境基本計画」を策定し、基本目標のひとつと

して、「創意工夫を重ね、ムダを省く、地球に優しいまちづくり」を掲げており、気候変動

による影響への対応を推進することとしています。この基本目標の達成に向け、温室効果

ガス削減等の様々な取組を行うため、この度「益子町気候変動対策推進計画」を策定した

ところでございます。 

私たちの住む益子町は、美しい里山風景や水辺環境など、豊かな自然に恵まれています。

先人たちは、この中で伝統と文化を育み、町民はもとより多くの人々から愛される「陶の

里・益子」の環境をつくり、守り伝えてきました。こうしたかけがえのない環境を次世代

に引き継いでいくためにも、町民、事業者のみなさまと行政が協働・連携の下、計画の具

体的施策を継続的に進め、「脱炭素社会」を目指してまいります。 
 

結びに、計画の策定にあたり、貴重なご意見やご提言をいただきました、益子町環境審

議会及び気候変動対策推進会議の委員をはじめ、アンケート調査等にご協力いただきまし

た町民の皆様に心から感謝申し上げます。 

 

令和６年３月 

益子町長 広田 茂十郎   
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第１章 計画策定の背景 

第１章 計画策定の背景 

１．気候変動の現状と将来予測 

（１）地球温暖化とは 

産業革命以降、人間の活動拡大に伴い、地球

全体が温暖化しています。これは、産業革命以

降の経済の発展などに伴う化石燃料＊の大量

消費により、大気中の二酸化炭素（以下、「Ｃ

Ｏ２」という。）をはじめとした温室効果ガス＊

の濃度が急激に上昇した結果、温室効果が強

くなり、これまで宇宙に放出されていた熱が

地表でさらに吸収され、気温が上昇したこと

によります。これを「地球温暖化」といいます。 

 

 

 

 

 

 

（２）地球温暖化による影響 

地球温暖化は、気温の上昇のみならず、氷

河の融解や海面水位の変化、洪水や干ばつな

どの自然災害の増加、陸上や海の生態系など

に影響を及ぼしています。 

２０１３(平成２５)年度から２０１４(平

成２６)年度にかけて公表された気候変動に

関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）＊第５次評

価報告書では、将来的リスクとして「気候シ

ステムに対する危険な人為的干渉」による深

刻な影響の可能性が指摘されています。 

また、２０２０（令和２）年に環境省が作

成した「気候変動影響評価報告書」では、「農

業・林業・水産業」「水環境・水資源」「自然

生態系」「自然災害・沿岸域」「健康」「産業・

経済活動」「国民生活・都市生活」の７つの

分野について、既に影響が生じており、さら

に深刻化する可能性があることを指摘しています。  

出典：全国地球温暖化防止活動推進センター 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センター 

計画策定の背景 第１章 

１．気候変動の現状と将来予測 

https://www.jccca.org/_imgalt/chart/img/chart06_03_img01.jpg
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第１章 計画策定の背景 

（３）これまでの世界と日本の気温の変化 

気象庁が公表している「気候変動監視レポート２０２２」によれば、これまでに世界の年平均気

温は１００年あたり約０．７４℃上昇し、日本の平均気温は１００年あたり約１．３℃上昇してい

ます。また、全国的に猛暑日や熱帯夜が増加し、冬日は減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）将来の世界と日本の気温の予測 

２０２１（令和３）年に公表された気

候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣ

Ｃ）第６次評価報告書第１作業部会の報

告書では、「人間の影響が大気、海洋及び

陸域を温暖化させてきたことには疑う余

地がない」と断定され、２１世紀末にお

ける地球の平均気温は、基準年（１８５

０年～１９００年）に比べ、このまま対

策を取らなかった場合は、最大５．７℃

上昇する予測となっています。 

また、気象庁が公表している「日本の気

候変動２０２０」では、２１世紀末におけ

る日本の年平均気温は、２０世紀末と比べ

て上昇し、全国平均した年平均気温の変化

は、現時点を超える追加的な緩和策を取ら

なかった場合（以下、「４℃上昇シナリ

オ」という。）で約４．５℃上昇、パリ協

定の２℃目標が達成された場合（２℃上昇

シナリオ）で約１．４℃上昇と予測してい

ます。 

 

  

出典：気候変動監視レポート２０２２（気象庁）より一部編集し作成 

２１世紀末の日本の年平均気温 

出典：日本の気候変動２０２０（気象庁） 

４℃上昇シナリオに 

よる予測 

２℃上昇シナリオに 

よる予測 

（年） （年） 
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第１章 計画策定の背景 

２．カーボンニュートラルに向けた取組 

２０２０（令和２）年、国は２０５０（令和３２）年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼ

ロにする「カーボンニュートラル」を目指すことを宣言しました。 

カーボンニュートラルとは、地球温暖化の原因であるＣＯ２をはじめとする温室効果ガス排出量

から、みどりの保全（植林、森林管理など）による「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロ

にすることを意味しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カーボンニュートラルの達成には、温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化

をする必要があり、世界中がカーボンニュートラルの達成に向け取組を進めています。 

２０１５（平成２７）年に採択された「パリ協定」では、世界共通の長期目標として、「世界の平

均気温上昇を産業革命以前に比べて２℃より十分低く保ち、１．５℃に抑える努力をする」ことが

掲げられました。 

そして、２０２１（令和３）年に採択された「グラスゴー気候合意」では、「パリ協定」の１．５℃

目標の達成に向けて、今世紀半ばのカーボンニュートラルと、その重要な経過点となる２０３０（令

和１２）年に向けて、野心的な対策を各国に求めることが盛り込まれました。 

 

 

 

 

 

 

出典：資源エネルギー庁 

出典：資源エネルギー庁 

２．カーボンニュートラルに向けた取組 
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第２章 計画の基本的事項 

２０２４年度～２０３０年度 

（計画期間） 

２０１３年度 

（基準年度） 

第２章 計画の基本的事項 

１．計画策定の目的 

２０２３（令和５）年３月に策定した「益子町第３次環境基本計画」では、２０５０（令和３２）

年までに、カーボンニュートラル実現を目指すこととしており、今般、益子町（以下、「本町」という。）

における気候変動対策に関する施策の基本となるものとして、温室効果ガス排出削減等の対策である

「緩和策」と、気候変動による影響の回避・軽減対策である「適応策」を総合的かつ計画的に推進す

ることを目的とする、「益子町気候変動対策推進計画」（以下、「本計画」という。）を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．計画の期間 

本計画の期間は、２０２４（令和６）年度から２０３０（令和１２）年度までの７年間とし、国の

気候変動対策の動向やカーボンニュートラルに向けた技術の向上など社会情勢等を勘案し、必要に

応じて計画の見直しを行います。 

本計画の基準年度及び目標年度は、国の「地球温暖化対策計画」に準じ、基準年度を２０１３（平

成２５）年度、目標年度を２０３０（令和１２）年度とします。 

 

  

緩和と適応 

出典：気候変動適応情報プラットフォーム（Ａ－ＰＬＡＴ） 

計画の基本的事項 第２章 

１．計画策定の目的 

２．計画の期間 



 

 

5 

第２章 計画の基本的事項 

３．計画の位置付け 

本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第２１条に基づく「地方公共団体実行計画（区域

施策編）」及び「気候変動適応法」第１２条に基づく「地域気候変動適応計画」として位置付けます。 

また、本町の環境保全に関する基本方針を定めている「益子町第３次環境基本計画」の基本目標（１）

「創意⼯夫を重ね、ムダを省く、地球に優しいまちづくり」を踏まえ、気候変動対策に係る施策等を

具体化し、町民・事業者・町が一体となって気候変動対策に取り組んでいくための計画です。 

 

 

  

３．計画の位置付け 
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第２章 計画の基本的事項 

主な排出活動

エネルギー起源ＣＯ２
燃料の使用、他人から供給された電気の使用、他人から供給

された熱の使用

非エネルギー起源ＣＯ２
燃料からの漏出、工業プロセス、廃棄物の焼却処分、廃棄物

の原燃料使用等

稲作、家畜の腸内発酵、廃棄物の埋め立てなど

燃料の燃焼、工業プロセスなど

スプレー、エアコンや冷蔵庫などの冷媒、化学物質の製造プ

ロセスなど

半導体の製造プロセスなど

電気の絶縁体など

半導体の製造プロセスなど

六ふっ化硫黄（ＳＦ６）

三ふっ化窒素（ＮＦ３）

温室効果ガスの種類

ＣＯ２

メタン（ＣＨ４）

一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）

ハイドロフルオロカーボン類

（ＨＦＣｓ）

パーフルオロカーボン類

（ＰＦＣｓ）

二酸化炭素(CO₂)

87.7%

メタン(CH₄)

4.3%

一酸化二窒素(N₂O)

1.6%

フロン

6.4%

2020年度

栃木県における

温室効果ガス排出量の割合

栃木県の排出量合計

1,630.6万トン

(CO₂換算)

４．計画の対象 

（１）対象とする取組 

本計画は、町民生活や事業活動に伴い発生する温室効果ガス排出削減等の対策である「緩和策」

と、気候変動による影響の回避・軽減対策である「適応策」を取組の対象とします。 

 

（２）対象とする温室効果ガス 

日本及び栃木県における温室効果ガス排出量の約９０％がＣＯ２であること、環境省が公開してい

る「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（本編）」（令和５年３月）において、

「エネルギー起源ＣＯ２」及び「非エネルギー起源ＣＯ２」の把握が特に望まれるとされていること

から、本計画の対象とする温室効果ガスは、ＣＯ２のみとします。 

対象とする部門・分野としては、産業部門、業務その他部門、家庭部門、運輸部門、廃棄物分野

（一般廃棄物）とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温室効果ガスの種類と主な排出活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センター 出典：栃木県環境森林部気候変動対策課 提供資料より作成 

出典：環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（算定手法編）」（令和５年３月） 

及び「１－０２ 温室効果ガスの特徴」（全国地球温暖化防止活動推進センター）を参考に作成  

４．計画の対象 

本計画の 
対象 

https://www.jccca.org/download/13266
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第３章 気候変動対策をめぐる国内の動向 

第３章 気候変動対策をめぐる国内の動向 

１．国の動向 

（１）地球温暖化対策計画 

２０２１（令和３）年に「地球温暖化対策の推進に関する法律」が改正され、２０５０（令和３

２）年までの脱炭素社会＊の実現が基本理念に明記されました。同法に基づき策定される「地球温暖化

対策計画」についても、２０２１（令和３）年に５年ぶりとなる計画の改定が閣議決定されました。 

「地球温暖化対策計画」では、ＣＯ２以外も含む温室効果ガスの全てを網羅し、「温室効果ガス排出

量を２０３０年度に２０１３年度⽐で４６％削減する」という、新たな２０３０（令和１２）年度目

標の裏付けとなる対策・施策を記載して新目標実現への道筋を描くとともに、２０５０（令和３２）

年カーボンニュートラルの実現に向けて、気候変動対策を着実に推進していくとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：脱炭素地域づくり支援サイト（環境省） 

気候変動対策をめぐる国内の動向 第３章 

１．国の動向 
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第３章 気候変動対策をめぐる国内の動向 

（２）気候変動適応計画 

２０１８（平成３０）年に「気候変動適応法」が施行され、同年に策定された「気候変動適応計

画」について、同法第８条に基づき、２０２１（令和３）年に計画の改定が閣議決定されました。 

「気候変動適応計画」では、気候変動適応に関する施策を科学的知見に基づき総合的かつ計画的

に推進することで、気候変動影響による被害の防止・軽減、更には、国民の生活の安定、社会・経

済の健全な発展、自然環境の保全及び国土の強靱化を図り、安全・安心で持続可能な社会を構築す

ることを目指しています。 

また、２０２３（令和５）年には、気候変動適応の一分野である熱中症対策を強化するため、

「気候変動適応法」の一部が改正され、「気候変動適応計画」についても、熱中症対策実行計画の

基本的事項を定める等の一部変更が閣議決定されました。 

 

（３）第６次エネルギー基本計画 

２０２１（令和３）年、エネルギー政策の基本的な方向性を示すために「エネルギー政策基本

法」に基づき国が策定する「第６次エネルギー基本計画」が閣議決定されました。 

「第６次エネルギー基本計画」では、安全性（Ｓａｆｅｔｙ）を前提とした上で、エネルギーの

安定供給（Ｅｎｅｒｇｙ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ）を第一とし、経済効率性の向上（Ｅｃｏｎｏｍｉｃ 

Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ）による低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に、環境への適合（Ｅ

ｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ）を図る、Ｓ＋３Ｅの視点が重要としており、また、次の２つを重要なテー

マとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 「２０５０年カーボンニュートラル」や「温室効果ガス排出量を２０３０年度に２０１３年

度⽐で４６％削減する」という、新たな温室効果ガス排出削減目標の実現に向けたエネルギ

ー政策の道筋を示すこと 

② 気候変動対策を進めながら、日本のエネルギー需給構造が抱える課題の克服に向け、安全性

の確保を大前提に安定供給の確保やエネルギーコストの低減に向けた取組を示すこと 

出典：日本のエネルギー２０２２年度版「エネルギーの今を知る１０の質問」（資源エネルギー庁） 
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交通
465

業務
343

家庭
316

吸収源

83

非エネ由来

248

⚫省エネと創エネによる建築物のゼロエネルギー化
（ZEB※化）の推進

⚫脱炭素型の働き方（ワークスタイル）への転換

⚫森林整備の推進 等

335
▲42％

251
▲46％

109
▲68％

88
▲72％

190
▲23％

⚫ガソリン車等から電動車への転換
⚫渋滞対策や輸送効率化等の推進
⚫公共交通機関や自転車等の利用拡大等

⚫省エネと創エネによる住宅のゼロエネルギー化
（ZEH※化）の推進

⚫脱炭素型の生活様式（ライフスタイル）への転換

533
▲7.1％

436
▲6.2％

257
▲25.1％

252
▲20.3％

63

266
＋7.3％

・既存技術の最大限活用による削減
・電力の脱炭素化（※）による削減

・革新的技術の実装による削減
・電力の更なる脱炭素化による削減

2013（基準年度） 2018 ～ 2030 ～ 2050

1,946
（単位：万t-CO2）

1,744
基準年度比 ▲10.4％

（▲771） 973
基準年度比 ▲50％

（▲973） 実質 0

産業
574

電力の脱炭素化
（国・電力会社主導の取組）

電力の更なる脱炭素化
第6次エネルギー基本計画による火力発電の抑制、再生可能エネルギーの主力電源化

（非化石電力の割合 現状24％ → 2030年 59%）

エ
ネ
ル
ギ
ー
由
来

⚫化石燃料使用設備の転換
⚫省エネと創エネによる事業継続対策の強化
⚫脱炭素化の動きを捉えた産業の成長

（国の目標 ▲46％）

0.455 kg/kWh おおよそ半減 実質ゼロ0.522 kg/kWh
CO2排出係数

⚫工業プロセス等における対策の強化等

※

※ZEB（ゼブ）:Net Zero Energy Building の略

※ZEH（ゼッチ）:Net Zero Energy House の略

２．栃木県の動向 

栃木県では、２０２０（令和２）年に「２０５０年までにカーボンニュートラル実現を目指す」こ

とを宣言しました。 

２０２１（令和３）年には、栃木県における気候変動対策に関する施策の基本となるものとして、

温室効果ガスの排出削減等対策である「緩和策」と気候変動による影響の回避・軽減対策である「適

応策」を総合的かつ計画的に推進することを目的とし、「栃木県気候変動対策推進計画」（２０２３

（令和５）年３月改訂）が策定されました。 

２０２２（令和４）年には、２０５０（令和３２）年までにカーボンニュートラルという目標達成

に向けて必要な取組等を示す「とちぎ２０５０年カーボンニュートラル実現に向けたロードマップ

（行程表）」が策定され、目指すべき方向性として、「① 温室効果ガス排出量を早期に削減」、「② エ

ネルギーの地域内循環を実現」、「③ 脱炭素化の動きを捉えた県内産業の成長」を掲げ、温室効果ガ

スの削減目標として、２０３０（令和１２）年度に２０１３（平成２５）年度比５０％削減、２０５

０（令和３２）年度にカーボンニュートラルの実現を掲げています。 

２０２３（令和５）年４月１日には、「栃木県カーボンニュートラル実現条例」が施行され、同条

例では、基本理念として、「カーボンニュートラルの実現に関する施策等は、環境の保全と経済及び

社会の発展を統合的に推進しつつ、２０５０年までのカーボンニュートラルの実現を旨として、県、

事業者及び県民の密接な連携の下に行われなければならない。」こととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

栃木県のＣＯ２排出（削減）目標 

出典：２０５０年とちぎカーボンニュートラル実現に向けたロードマップ（栃木県） 

２．栃木県の動向 
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３．益子町の動向 

（１）町の取組状況 

本町では、２００９（平成２１）年３⽉に「益子町地球温暖化防止実行計画」を策定し、町の各部署

が所管する事務・事業や各町有施設におけるエネルギー消費状況を毎⽉記録し、点検しています。 

また、住宅⽤太陽光発電＊システム設置や住宅⽤定置型蓄電池＊設置、Ｖ２Ｈ(Ｖｅｈｉｃｌｅ ｔｏ 

Ｈｏｍｅ)＊機器設置、住宅⽤⽊質バイオマス＊ストーブ設置の各費⽤の⼀部を助成しており、再生可

能エネルギー＊利用の普及促進を図っています。 

そのほか、２０２３（令和５）年３月に「益子町第３次環境基本計画」を策定し、基本目標のひと

つとして、「創意⼯夫を重ね、ムダを省く、地球に優しいまちづくり」を掲げ、「① カーボンニュー

トラルへの対応」、「② 再⽣可能エネルギー・省エネルギー＊機器の活⽤、利⽤の促進」、「③ ＥＶ(電

気自動車)＊・ＰＨＶ(プラグインハイブリッド自動車)＊・ＰＨＥＶ＊・ＦＣＶ(燃料電池自動車)＊の購

⼊補助や町の公⽤⾞への導⼊」、「④ 蓄エネシステムの情報発信」の４つの施策を設定し、地球温暖

化対策の推進を図っています。 

 

（２）町民・事業者の取組状況（アンケート結果） 

町民及び町内事業者のエコ活動の取組状況や省エネルギー・再生可能エネルギー設備の利用状況

について把握するためにアンケート調査を実施しました。 

 

アンケート調査概要 

 町民 事業者 

対象 
１８歳以上の町民：１，０００人 

（住民基本台帳から無作為抽出） 
町内事業者：１００社 

調査方法 郵送による配布・回収、ＷＥＢによる回答 

実施時期 ２０２３（令和５）年７月８日（土）から７月３１日（月）まで 

回答数 

回答数：３８７／１，０００ 

（内ＷＥＢによる回答数：４７） 

回収率：３８．７％ 

回答数：５４／１００ 

（内ＷＥＢによる回答数：８） 

回収率：５４％ 

 

 

  

３．益子町の動向 
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ア 町民 

（ア）家庭におけるエコ活動の取組状況について 

「いつも取り組んでいる」との回答が最も多かったのは、「買い物に行くときはマイバッグを持っ

ていく」で８０．７％、次点で「手洗い、シャワー等を不必要に流したままにしない」で７２．６％

となっています。 

一方、「いつも取り組んでいる」との回答が最も少なかったのは、「環境に関するイベントやセミ

ナーなどに参加する」で２．２％、次点で「公共交通機関（電車・バス）、自転車、徒歩での移動を

心がける」で１０．２％となっています。この２つの取組は、「今後取り組みたい」との回答が、「環

境に関するイベントやセミナーなどに参加する」は５５．４％、「公共交通機関（電車・バス）、自転

車、徒歩での移動を心がける」は３４．１％を占めていることから、今後、町民が参加したくなる環

境イベントやセミナーの開催、公共交通機関の整備が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

36.6%

33.2%

43.3%

59.9%

38.7%

64.7%

53.2%

46.7%

72.6%

58.9%

67.4%

55.9%

10.2%

34.8%

80.7%

52.1%

2.2%

35.8%

29.9%

18.2%

23.7%

14.7%

6.1%

22.3%

35.5%

23.2%

27.7%

12.8%

31.4%

25.0%

26.1%

14.8%

29.8%

9.7%

16.7%

18.9%

11.6%

8.9%

30.5%

4.7%

20.2%

14.9%

3.2%

9.6%

8.0%

7.0%

34.1%

28.8%

2.9%

14.6%

55.4%

3.5%

7.0%

23.1%

5.4%

9.3%

22.3%

0.5%

0.5%

1.6%

10.2%

3.5%

2.6%

0.8%

2.2%

7.5%

11.0%

3.9%

2.2%

6.8%

2.2%

3.7%

2.4%

0.8%

2.1%

1.6%

2.2%

28.1%

9.5%

1.6%

3.2%

30.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①冷房時、エアコンの設定温度は２８℃を⽬安にする

②暖房時、エアコンの設定温度は２０℃を⽬安にする

③ガス・⽯油ファンヒーターの設定温度は２０℃を⽬安にする

④状況に応じて照明の明るさを調整する（減灯や⾃動調光機能の利⽤

を含む）

⑤テレビ画⾯の明るさを抑える（省エネモードを活⽤している）

⑥パソコンを使⽤しないときは電源を切るか低電⼒モード（スリープ

など）に切り替える

⑦冷蔵庫の温度設定を夏は『中』以下、他の季節は『弱』にする

⑧冷蔵庫に物をつめこみ過ぎないようにする

⑨⼿洗い、シャワー等を不必要に流したままにしない

⑩台所でお湯を使う場合は温度を低めにする

⑪温⽔洗浄便座の温⽔の設定温度を低めにする

⑫⾃動⾞をゆっくり加速させるなど、燃費の良い運転（エコドライ

ブ）を⼼がける

⑬公共交通機関（電⾞・バス）、⾃転⾞、徒歩での移動を⼼がける

⑭電気・ガス・⽔道などの使⽤量や料⾦を記録し、前⽉や前年の数値

と⽐較する

⑮買い物に⾏くときはマイバッグを持っていく

⑯詰め替え商品を利⽤する、リサイクルショップを利⽤するなど、物

を繰り返し使う⼯夫をする

⑰環境に関するイベントやセミナーなどに参加する

いつも取り組んでいる 時々取り組んでいる 今後取り組みたい 機器を持っていない 今後も取り組まない

家庭におけるエコ活動の取組状況 

n=372 

n=355 

n=363 

n=372 

n=367 

n=363 

n=376 

n=375 

n=379 

n=375 

n=374 

n=370 

n=352 

n=368 

n=379 

n=376 

n=361 

①冷房時、エアコンの設定温度は

２８℃を⽬安にする

②暖房時、エアコンの設定温度は

２０℃を⽬安にする

③ガス・⽯油ファンヒーターの設定温度は

２０℃を⽬安にする

④状況に応じて照明の明るさを調整する

（減灯や⾃動調光機能の利⽤を含む）

⑤テレビ画⾯の明るさを抑える

（省エネモードを活⽤している）

⑥パソコンを使⽤しないときは電源を切るか

低電⼒モード（スリープなど）に切り替える

⑦冷蔵庫の温度設定を夏は『中』以下、

他の季節は『弱』にする

⑧冷蔵庫に物をつめこみ過ぎないようにする

⑨⼿洗い、シャワー等を不必要に流したままにしない

⑩台所でお湯を使う場合は温度を低めにする

⑪温⽔洗浄便座の温⽔の設定温度を低めにする

⑫⾃動⾞をゆっくり加速させるなど、

燃費の良い運転（エコドライブ）を⼼がける

⑬公共交通機関（電⾞・バス）、

⾃転⾞、徒歩での移動を⼼がける

⑭電気・ガス・⽔道などの使⽤量や料⾦を記録し、

前⽉や前年の数値と⽐較する

⑮買い物に⾏くときはマイバッグを持っていく

⑯詰め替え商品を利⽤する、リサイクルショップを

利⽤するなど、物を繰り返し使う⼯夫をする

⑰環境に関するイベントやセミナーなどに参加する
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46.7%
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58.9%

67.4%

55.9%

10.2%

34.8%

80.7%

52.1%

2.2%

35.8%

29.9%

18.2%

23.7%

14.7%

6.1%

22.3%

35.5%

23.2%

27.7%

12.8%

31.4%

25.0%

26.1%

14.8%

29.8%

9.7%

16.7%

18.9%

11.6%

8.9%

30.5%

4.7%

20.2%

14.9%

3.2%

9.6%

8.0%

7.0%

34.1%

28.8%

2.9%

14.6%

55.4%

3.5%

7.0%

23.1%

5.4%

9.3%

22.3%

0.5%

0.5%

1.6%

10.2%

3.5%

2.6%

0.8%

2.2%

7.5%

11.0%

3.9%

2.2%

6.8%

2.2%

3.7%

2.4%

0.8%

2.1%

1.6%

2.2%

28.1%

9.5%

1.6%

3.2%

30.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①冷房時、エアコンの設定温度は２８℃を⽬安にする

②暖房時、エアコンの設定温度は２０℃を⽬安にする

③ガス・⽯油ファンヒーターの設定温度は２０℃を⽬安にする

④状況に応じて照明の明るさを調整する（減灯や⾃動調光機能の利⽤

を含む）

⑤テレビ画⾯の明るさを抑える（省エネモードを活⽤している）

⑥パソコンを使⽤しないときは電源を切るか低電⼒モード（スリープ

など）に切り替える

⑦冷蔵庫の温度設定を夏は『中』以下、他の季節は『弱』にする

⑧冷蔵庫に物をつめこみ過ぎないようにする

⑨⼿洗い、シャワー等を不必要に流したままにしない

⑩台所でお湯を使う場合は温度を低めにする

⑪温⽔洗浄便座の温⽔の設定温度を低めにする

⑫⾃動⾞をゆっくり加速させるなど、燃費の良い運転（エコドライ

ブ）を⼼がける

⑬公共交通機関（電⾞・バス）、⾃転⾞、徒歩での移動を⼼がける

⑭電気・ガス・⽔道などの使⽤量や料⾦を記録し、前⽉や前年の数値

と⽐較する

⑮買い物に⾏くときはマイバッグを持っていく

⑯詰め替え商品を利⽤する、リサイクルショップを利⽤するなど、物

を繰り返し使う⼯夫をする

⑰環境に関するイベントやセミナーなどに参加する

いつも取り組んでいる 時々取り組んでいる 今後取り組みたい 機器を持っていない 今後も取り組まない
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54.6% 8.3%5.6% 19.4%

1.9%

0.9%

9.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
設置・維持の費⽤が⾼いから

耐久性や安全性などの信頼性が低い

から

家の建て替えや⾃動⾞・電化製品な

どの買い換えの時期ではないから

機器を導入することの効果や必要性

を感じないから

⾝近な利⽤例がないから

どのようなものか分からないから

物理的に導入できないから

（イ）省エネルギー・再⽣可能エネルギー設備の利⽤状況について 

「現在利用している」との回答が最も多かったのは、「ＬＥＤ＊照明（電球タイプ）」で７５．２％、

次点で「ＬＥＤ照明（蛍光灯タイプ）」で６９．１％となっており、ＬＥＤ照明は広く普及している

ことが伺えます。 

「太陽光発電システム」に関しては、「現在利用している」との回答が２０％、「導入したい」との

回答が７．７％となりました。一方、「導入しない」との回答は４１．９％となり、理由としては、

「設置・維持の費用が高いから」との回答が５４．６％と半数以上を占めています。今後、助成制度

の充実や費用負担の少ない導入方法の啓発などの取組が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

導入しない理由（太陽光発電システム） 

n=92 

n=365 

n=355 

n=356 

n=368 

n=371 

n=369 

n=349 

n=367 

n=372 

n=362 

n=361 

n=349 

n=359 

n=362 

n=362 

n=365 

n=363 

20.0%

7.6%

39.0%

57.9%

51.2%

43.1%

2.3%

75.2%

69.1%

10.2%

38.5%

3.7%

1.9%

0.6%

2.2%

4.7%

1.4%

7.7%

5.9%

10.1%

20.4%

24.8%

28.2%

8.3%

16.9%

19.1%

18.0%

22.7%

9.5%

25.1%

15.7%

18.2%

26.6%

17.9%

30.4%

40.0%

22.2%

14.1%

17.8%

19.5%

61.3%

4.6%

7.5%

40.3%

19.9%

54.4%

40.1%

48.1%

44.8%

38.4%

49.6%

41.9%

46.5%

28.7%

7.6%

6.2%

9.2%

28.1%

3.3%

4.3%

31.5%

18.8%

32.4%

32.9%

35.6%

34.8%

30.4%

31.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①太陽光発電システム

②太陽熱利⽤システム

③⾼効率給湯器（エコキュート、エコジョーズなど）

④省エネ家電（エアコン）

⑤省エネ家電（冷蔵庫）

⑥省エネ家電（テレビ）

⑦住宅⽤エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）

⑧ＬＥＤ照明（電球タイプ）

⑨ＬＥＤ照明（蛍光灯タイプ）

⑩プラグインハイブリット⾃動⾞（ＰＨＶ）

⑪住宅の断熱化（断熱サッシ、複層ガラスなど）

⑫ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）

⑬電気⾃動⾞（ＥＶ）

⑭燃料電池⾃動⾞（ＦＣＶ）

⑮電気⾃動⾞⽤充給電装置（Ｖ２Ｈ）

⑯家庭⽤蓄電地

⑰家庭⽤燃料電池システム（エネファームなど）

現在利用している 導入したい わからない（未定） 導入しない

省エネルギー・再⽣可能エネルギー設備の利⽤状況 

20.0%

7.6%

39.0%

57.9%

51.2%

43.1%

2.3%

75.2%

69.1%

10.2%

38.5%

3.7%

1.9%

0.6%

2.2%

4.7%

1.4%

7.7%

5.9%

10.1%

20.4%

24.8%

28.2%

8.3%

16.9%

19.1%

18.0%

22.7%

9.5%

25.1%

15.7%

18.2%

26.6%

17.9%

30.4%

40.0%

22.2%

14.1%

17.8%

19.5%

61.3%

4.6%

7.5%

40.3%

19.9%

54.4%

40.1%

48.1%

44.8%

38.4%

49.6%

41.9%

46.5%

28.7%

7.6%

6.2%

9.2%

28.1%

3.3%

4.3%

31.5%

18.8%

32.4%

32.9%

35.6%

34.8%

30.4%

31.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①太陽光発電システム

②太陽熱利⽤システム

③⾼効率給湯器（エコキュート、エコジョーズなど）

④省エネ家電（エアコン）

⑤省エネ家電（冷蔵庫）

⑥省エネ家電（テレビ）

⑦住宅⽤エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）

⑧ＬＥＤ照明（電球タイプ）

⑨ＬＥＤ照明（蛍光灯タイプ）

⑩プラグインハイブリット⾃動⾞（ＰＨＶ）

⑪住宅の断熱化（断熱サッシ、複層ガラスなど）

⑫ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）

⑬電気⾃動⾞（ＥＶ）

⑭燃料電池⾃動⾞（ＦＣＶ）

⑮電気⾃動⾞⽤充給電装置（Ｖ２Ｈ）

⑯家庭⽤蓄電地

⑰家庭⽤燃料電池システム（エネファームなど）

現在利用している 導入したい わからない（未定） 導入しない
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57.1%

50.0%

32.3%

21.6%

14.5%

4.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

事業所へ再⽣可能エネルギーや省エネルギー機

器を導入してほしい

脱炭素につながる製品・サービスを提供・提案

してほしい

温室効果ガス排出削減目標を設定して具体的な

削減計画を公開してほしい

自社の温室効果ガス排出量を算定して公開して

ほしい

脱炭素に関するイベントやセミナーなどを開催

してほしい

その他

57.6%

54.2%

31.2%

27.9%

17.3%

10.6%

6.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

再⽣可能エネルギーや省エネルギー機器の導入に対する助

成をしてほしい

公共施設へ率先して再⽣可能エネルギーや省エネルギー機

器を導入してほしい

⼦どもたちへエネルギーに関する教育を実施してほしい

太陽光発電設備の共同購入等の機器が導入しやすくなる仕

組みを推進してほしい

省エネルギー・再⽣可能エネルギーに関する相談が出来る

場がほしい

普及啓発活動（講演会・展⽰会の開催やパンフレットの作

成など）を⾏ってほしい

その他

再⽣可能エネルギーや省エネルギー機器の

導入に対する助成をしてほしい

公共施設へ率先して再⽣可能エネルギーや

省エネルギー機器を導入してほしい

⼦どもたちへエネルギーに関する教育を実施してほしい

太陽光発電設備の共同購入等の機器が導入しやすくなる

仕組みを推進してほしい

省エネルギー・再⽣可能エネルギーに関する

相談が出来る場がほしい

普及啓発活動（講演会・展⽰会の開催や

パンフレットの作成など）を⾏ってほしい

その他

事業所へ再⽣可能エネルギーや

省エネルギー機器を導入してほしい

脱炭素につながる製品・サービスを

提供・提案してほしい

温室効果ガス排出削減目標を設定して

具体的な削減計画を公開してほしい

自社の温室効果ガス排出量を

算定して公開してほしい

脱炭素に関するイベントや

セミナーなどを開催してほしい

その他

（ウ）益子町に期待する役割について 

「再⽣可能エネルギーや省エネルギー機器の導入に対する助成をしてほしい」との回答が５７．

６％と最も多く、次点で「公共施設へ率先して再⽣可能エネルギーや省エネルギー機器を導入して

ほしい」が５４．２％となっており、過半数の方が、費用の助成だけでなく、行政としても率先し

て再生可能エネルギーや省エネルギー機器を導入してほしいと期待している結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ）民間事業者に期待する役割について 

「事業所へ再⽣可能エネルギーや省エネルギー機器を導入してほしい」との回答が５７．１％と

最も多く、次点で「脱炭素につながる製品・サービスを提供・提案してほしい」が５０％となって

おり、過半数の方が、事業所へ再生可能エネルギーや省エネルギー機器を導入してほしいと期待し

ているとともに、脱炭素社会に向けた製品開発やサービス提供・提案を期待している結果となりま

した。 

 

  

脱炭素社会の実現に向けて、益子町に期待する役割 

n=330 

脱炭素社会の実現に向けて、民間事業者に期待する役割 

n=310 
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52.8%

92.6%

68.5%

22.2%

9.4%

40.7%

11.3%

19.2%

15.4%

13.0%

3.9%

11.8%

11.5%

30.2%

32.1%

5.6%

16.7%

37.0%

26.4%

33.3%

45.3%

44.2%

44.2%

50.0%

23.5%

35.3%

38.5%

49.1%

15.1%

1.9%

14.8%

40.7%

64.2%

25.9%

43.4%

36.5%

40.4%

37.0%

72.5%

52.9%

50.0%

20.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①冷房時の温度は２８℃、暖房時の温度は２０℃にするなど、温度設

定を控えめにする

②不必要な電気のスイッチはこまめに消すようにする

③クールビズまたはウォームビズを実践する

④屋上緑化や壁⾯緑化などで事業所及び周辺の緑化に努める

⑤徒歩、⾃転⾞、公共交通、バス利⽤など⾃動⾞以外での通勤を奨励

⼜は対策として実施する

⑥⾃動⾞の運転の仕⽅や維持管理で⼯夫をする（点検、エコドライ

ブ、混雑回避等）

⑦省エネルギー診断を実施する

⑧フロン等の使⽤抑制を⾏う

⑨環境に配慮する認識を⾼めるため、環境標語やポスターの掲示、環

境⽉間の設定などを⾏う

⑩⾏政、団体、その他企業等と連携した環境活動を実施する

⑪環境保全に関する製品（部品）を製造する

⑫環境保全に関する商品・サービス等を販売・提供する

⑬環境保全に関する商品・サービス等の情報を配信する

⑭社員への環境教育を実施する

実施している 実施を検討している 実施しない

n=53 

n=54 

n=54 

n=54 

n=53 

n=54 

n=53 

n=52 

n=52 

n=54 

n=51 

n=51 

n=52 

n=53 

①冷房時の温度は２８℃、暖房時の温度は２０℃に

するなど、温度設定を控えめにする

②不必要な電気のスイッチはこまめに消すようにする

③クールビズまたはウォームビズを実践する

④屋上緑化や壁⾯緑化などで事業所及び周辺の緑化に努める

⑤徒歩、⾃転⾞、公共交通、バス利⽤など⾃動⾞以外での

通勤を奨励⼜は対策として実施する

⑥⾃動⾞の運転の仕⽅や維持管理で⼯夫をする

（点検、エコドライブ、混雑回避等）

⑦省エネルギー診断を実施する

⑧フロン等の使⽤抑制を⾏う

⑨環境に配慮する認識を⾼めるため、環境標語や

ポスターの掲示、環境⽉間の設定などを⾏う

⑩⾏政、団体、その他企業等と連携した環境活動を実施する

⑪環境保全に関する製品（部品）を製造する

⑫環境保全に関する商品・サービス等を販売・提供する

⑬環境保全に関する商品・サービス等の情報を配信する

⑭社員への環境教育を実施する

52.8%

92.6%

68.5%

22.2%

9.4%

40.7%

11.3%

19.2%

15.4%

13.0%

3.9%

11.8%

11.5%

30.2%

32.1%

5.6%

16.7%

37.0%

26.4%

33.3%

45.3%

44.2%

44.2%

50.0%

23.5%

35.3%

38.5%

49.1%

15.1%

1.9%

14.8%

40.7%

64.2%

25.9%

43.4%

36.5%

40.4%

37.0%

72.5%

52.9%

50.0%

20.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①冷房時の温度は２８℃、暖房時の温度は２０℃にするなど、温度設

定を控えめにする

②不必要な電気のスイッチはこまめに消すようにする

③クールビズまたはウォームビズを実践する

④屋上緑化や壁⾯緑化などで事業所及び周辺の緑化に努める

⑤徒歩、⾃転⾞、公共交通、バス利⽤など⾃動⾞以外での通勤を奨励

⼜は対策として実施する

⑥⾃動⾞の運転の仕⽅や維持管理で⼯夫をする（点検、エコドライ

ブ、混雑回避等）

⑦省エネルギー診断を実施する

⑧フロン等の使⽤抑制を⾏う

⑨環境に配慮する認識を⾼めるため、環境標語やポスターの掲示、環

境⽉間の設定などを⾏う

⑩⾏政、団体、その他企業等と連携した環境活動を実施する

⑪環境保全に関する製品（部品）を製造する

⑫環境保全に関する商品・サービス等を販売・提供する

⑬環境保全に関する商品・サービス等の情報を配信する

⑭社員への環境教育を実施する

実施している 実施を検討している 実施しない

イ 事業者 

（ア）地球温暖化対策の実施状況について 

「実施している」との回答が最も多かったのは、「不必要な電気のスイッチはこまめに消すようにす

る」で９２．６％、次点で「クールビズまたはウォームビズを実施する」で６８．５％となっています。 

一方、全業種に共通する項目の中で、「実施している」との回答が少なかったのは、「徒歩、自転

車、公共交通、バス利用など自動車以外での通勤を奨励又は対策として実施する」で９．４％とな

り、町民と同じく自動車以外の利用は少なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）事業所の温室効果ガス削減⽬標・削減計画について 

「温室効果ガス排出削減⽬標を設定 

し、具体的な削減計画を策定している」 

との回答が６．１％、「温室効果ガス排 

出削減⽬標の設定を検討している」との 

回答が４４．９％あり、カーボンニュー 

トラルの実現には、事業者による取組は 

必須なため、今後、事業者の自主的な削 

減目標の設定や削減計画の策定を促進さ 

せていくことが求められます。  

温室効果ガス排出削減⽬

標を設定し、具体的な削

減計画を策定している

6.1%

温室効果ガス排出

削減⽬標の設定を

検討している

44.9%

今後も策定・検討

する予定はない

49.0%

事業所における温室効果ガス削減⽬標・削減計画の状況 

n=49 

地球温暖化対策の実施状況 
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20.4%

2.0%

2.0%

13.2%

26.0%

79.2%

1.9%

7.8%

1.9%

2.0%

1.9%

11.5%

11.1%

5.9%

6.1%

3.8%

3.8%

5.9%

11.3%

16.0%

9.4%

8.3%

19.2%

17.6%

11.5%

26.0%

19.2%

5.9%

15.4%

5.9%

48.1%

60.8%

51.0%

51.9%

51.9%

58.8%

54.7%

40.0%

5.7%

60.4%

57.7%

54.9%

61.5%

52.0%

55.8%

58.8%

53.8%

56.9%

20.4%

31.4%

40.8%

44.2%

44.2%

35.3%

20.8%

18.0%

5.7%

31.3%

21.2%

19.6%

25.0%

20.0%

23.1%

35.3%

19.2%

37.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①太陽光発電システム

②太陽熱利⽤システム

③バイオマス発電、バイオマス熱利⽤等

④⼩形⾵⼒発電システム

⑤地中熱利⽤システム

⑥ガスコージェネレーションシステム

⑦⾼効率給湯器（エコキュート、エコジョーズなど）

⑧省エネルギー型空調機器

⑨ＬＥＤ照明

⑩燃料電池

⑪電気⾃動⾞（ＥＶ）

⑫プラグインハイブリッド⾃動⾞（ＰＨＶ）

⑬燃料電池⾃動⾞（ＦＣＶ）

⑭蓄電池

⑮電気⾃動⾞⽤充給電装置（Ｖ２Ｈ）

⑯ビル・エネルギー管理システム（ＢＥＭＳ）

⑰省エネ建築（断熱サッシ、複層ガラスなど）

⑱ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ＺＥＢ）

現在利用している 導入したい 未定 導入しない

n=54 

n=51 

n=49 

n=52 

n=52 

n=51 

n=53 

n=50 

n=53 

n=48 

n=52 

n=51 

n=52 

n=50 

n=52 

n=51 

n=52 

n=51 

20.4%

2.0%

2.0%

13.2%

26.0%

79.2%

1.9%

7.8%

1.9%

2.0%

1.9%

11.5%

11.1%

5.9%

6.1%

3.8%

3.8%

5.9%

11.3%

16.0%

9.4%

8.3%

19.2%

17.6%

11.5%

26.0%

19.2%

5.9%

15.4%

5.9%

48.1%

60.8%

51.0%

51.9%

51.9%

58.8%

54.7%

40.0%

5.7%

60.4%

57.7%

54.9%

61.5%

52.0%

55.8%

58.8%

53.8%

56.9%

20.4%

31.4%

40.8%

44.2%

44.2%

35.3%

20.8%

18.0%

5.7%

31.3%

21.2%

19.6%

25.0%

20.0%

23.1%

35.3%

19.2%

37.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①太陽光発電システム

②太陽熱利⽤システム

③バイオマス発電、バイオマス熱利⽤等

④⼩形⾵⼒発電システム

⑤地中熱利⽤システム

⑥ガスコージェネレーションシステム

⑦⾼効率給湯器（エコキュート、エコジョーズなど）

⑧省エネルギー型空調機器

⑨ＬＥＤ照明

⑩燃料電池

⑪電気⾃動⾞（ＥＶ）

⑫プラグインハイブリッド⾃動⾞（ＰＨＶ）

⑬燃料電池⾃動⾞（ＦＣＶ）

⑭蓄電池

⑮電気⾃動⾞⽤充給電装置（Ｖ２Ｈ）

⑯ビル・エネルギー管理システム（ＢＥＭＳ）

⑰省エネ建築（断熱サッシ、複層ガラスなど）

⑱ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ＺＥＢ）

現在利用している 導入したい 未定 導入しない

（ウ）省エネルギー・再⽣可能エネルギー設備の利⽤状況について 

「現在利用している」との回答が最も多かったのは、「ＬＥＤ照明」で７９．２％と、他設備に

比べ「現在利用している」の割合が多くなっており、広く普及していることが伺えます。 

「導入したい」との回答が最も多かったのは、「蓄電池」で２６％となっており、「太陽光発電シ

ステム」は「蓄電池」と併用することで、次のページのコラムのようなメリットが生まれるため、

蓄電池普及のための取組が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

省エネルギー・再⽣可能エネルギー設備の利⽤状況 
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第３章 気候変動対策をめぐる国内の動向 

56.9%

56.9%

41.2%

27.5%

25.5%

17.6%

13.7%

5.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

事例紹介や情報提供

対策実施・機器導入等への公的融資や利⼦補給、補

助⾦制度などの充実

規制や基準に関する説明会の開催やガイドブックの

作成

指導・助⾔を⾏う環境アドバイザーの派遣

事業所の省エネルギー診断の実施⽀援

地域の環境保全に協⼒して取り組むＮＰＯ・町⺠団

体の紹介

温暖化対策に関わる事業者間での情報交換を⾏う会

議、協議会などの調整・⽀援

その他

事例紹介や情報提供

対策実施・機器導入等への公的融資や

利⼦補給、補助⾦制度などの充実

規制や基準に関する説明会の開催やガイドブックの作成

指導・助⾔を⾏う環境アドバイザーの派遣

事業所の省エネルギー診断の実施⽀援

地域の環境保全に協⼒して取り組む

ＮＰＯ・町⺠団体の紹介

温暖化対策に関わる事業者間での情報交換を⾏う会議、

協議会などの調整・⽀援

その他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ）益子町に期待する役割について 

「事例紹介や情報提供」及び「対策実施・機器導入等への公的融資や利⼦補給、補助⾦制度など

の充実」との回答が同率で最も多く（５６．９％）、次いで「規制や基準に関する説明会の開催や

ガイドブックの作成」が４１．２％となっており、事業者が地球温暖化対策に取り組んでいくうえ

で、参考となる事例の紹介と情報提供、また、補助金等など経済的支援が期待されている結果とな

りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽光発電と蓄電池の併用によるメリット コラム 

太陽光発電と蓄電池を併用することで、それぞれの設 

備を単独で使用するより、電気を効率良く使用すること 

が可能です。併用による主なメリットは下記の２点です。 
 
① 発電の効率化 

晴れの日の昼間に発電した余剰電力を、発電できない 

夜間や雨の日に使用することができる。 
 
② 非常時の電源確保 

災害などで停電した時でも、設備に異常がなければ蓄 

電池を非常用の電源として使用することができる。 

出典：東京電力エナジーパートナー  

n=51 

地球温暖化対策に取り組んでいくうえで、益子町に期待する役割 
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第４章 地球温暖化対策に関する取組（緩和策） 

産業部門

13%

業務その他部門

17%

家庭部門

25%

運輸部門

43%

廃棄物分野

2%
136 138 138

132
123 122 120

115 112
106

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(千t-CO2)

(年度)

産業部門 業務その他部門 家庭部門 運輸部門 廃棄物分野

第４章 地球温暖化対策に関する取組（緩和策） 

１．ＣＯ２排出量の推計・要因分析 

（１）ＣＯ２排出量の現況推計 

本町のＣＯ２排出量は、２０１３（平成２５）年度をピークに減少傾向にあり、２０２０（令和２）

年度は、基準年度である２０１３（平成２５）年度と比較して約２３％減少し、１０６千ｔ－ＣＯ２

となっています。 

減少傾向にある背景としては、次のページの「（２）エネルギー消費量の現況推計」のとおり、エ

ネルギー消費量が減少傾向にあることが要因として挙げられます。 

部門別では、廃棄物分野を除くすべての部門で減少傾向にあり、２０２０（令和２）年度の排出割

合は運輸部門が４３％と最も高く、次いで家庭部門が２５％を占めています。 

 

ＣＯ２排出量の推移（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

排出量 排出量 排出量 排出量 排出量 排出量 排出量 排出量 排出量 排出量

（千t-CO2) （千t-CO2) （千t-CO2) （千t-CO2) （千t-CO2) （千t-CO2) （千t-CO2) （千t-CO2) （千t-CO2) （千t-CO2)

合　　計　 136 138 138 132 123 122 120 115 112 106

産業部門 17 22 19 18 15 16 16 16 13 14

製造業 13 18 16 14 11 11 11 11 9 8

建設業・鉱業 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2

農林水産業 2 2 1 3 3 3 3 3 3 4

業務その他部門 27 26 26 23 21 19 19 19 18 17

家庭部門 32 31 36 33 30 31 31 27 28 27

運輸部門 58 58 57 55 55 54 53 52 50 46

自動車 56 56 55 54 53 52 51 50 49 45

旅客 31 31 31 29 29 29 28 28 27 23

貨物 25 25 24 24 24 23 23 22 22 21

鉄道 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

船舶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

廃棄物分野（一般廃棄物） 2 1 1 3 2 2 2 2 3 2

部門・分野

出典：自治体排出量カルテ（環境省） 

ＣＯ２排出量の推移（グラフ） 

出典：自治体排出量カルテ（環境省） 

部門・分野別の構成比 

（２０２０（令和２）年度） 

出典：自治体排出量カルテ（環境省） 

地球温暖化対策に関する取組（緩和策） 第４章 

１．ＣＯ２排出量の推計・要因分析 
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第４章 地球温暖化対策に関する取組（緩和策） 

43%

36%

13%

18%

18%

17%

18%

19%

25%

19%

25%

43%

2%

2%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全国

栃木県

益子町

産業部門 業務その他部門 家庭部門 運輸部門 廃棄物分野（一般廃棄物）

208 185 

244 183 

337 
302 

826 

669 

1,615 

1,339 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

（TJ）

（年度）

産業部門 業務その他部門 家庭部門 運輸部門

２０２０（令和２）年度の排出割合の約４３％を占めている運輸部門は、内訳として旅客分野が

約２２％、貨物分野が約２０％、鉄道分野が約１％となっています。これは全国平均（約１９％）と

比べても非常に割合が大きく、栃木県の割合（約２５％）も上回っており、公共交通機関より自家用

自動車が生活の足として利便性が高い地域性が表れています。今後、公共交通機関の利用促進や電

動車等の普及に向けた取組が重要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）エネルギー消費量の現況推計 

本町のエネルギー消費量は減少傾向にあり、２０２０（令和２）年度は、基準年度である２０１３

（平成２５）年度と比較して約１７％減少し、１，３３９ＴＪ（テラジュール）となっています。 

減少傾向にある背景としては、人口減少や経済の停滞など社会的要因、省エネルギー機器の性能向

上や省エネルギー⾏動の促進によるエネルギー消費原単位の減少、太陽光発電設備等の再⽣可能エネ

ルギー設備の普及などが挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２０２０（令和２）年度における部門・分野別の構成比の比較（都道府県平均及び全国平均） 

出典：自治体排出量カルテ（環境省） 

エネルギーの単位 コラム 

Ｊ（ジュール）とは、熱量を表すエネルギー単位のことであり、Ｗ（ワ 

ット）とは、単位時間あたりに実際に消費される電気エネルギーをあらわ 

します。また、Ｗｈ（ワットアワー）とは、実際に使った電気エネルギー 

の量をあらわし、例えば、１００Ｗの電球を１時間使用すれば、消費電力 

量は１００Ｗ×１ｈ＝１００Ｗｈとなります。１Ｗｈは、Ｊに換算すると 

３．６ｋＪとなります。 

数字の単位記号 

記号 １０の累乗

ｋ（キロ） １０３

Ｍ（メガ） １０６

Ｇ（ギガ） １０
９

Ｔ（テラ） １０
１２

エネルギー消費量の推移 

出典：環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（算定手法編）」（令和５年３月）に基づき算定 

43%

36%

13%

18%

18%

17%

18%

19%

25%

19%

25%

43%

2%

2%

2%
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第４章 地球温暖化対策に関する取組（緩和策） 

253 266

572 596

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

2013 2018

（千㎥）

（年度）

国有林 民有林

（３）森林によるＣＯ２吸収量の推計 

本町における森林吸収量を環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル

（算定手法編）」（令和５年３月）に基づき、推計しました。 

 

 

 

 

 

 

推計の対象とした森林は、炭素蓄積量の推計に必要な材積＊の情報が把握できる国有林及び民有

林（県営林・公有林・社寺有林・私有林）を対象に吸収量の推計を行いました。 

森林吸収量は、基準に定めた年次（２０１３（平成２５）年度）から報告対象年（計画策定時点

で把握できる最新年度の２０１８（平成３０）年度）までの森林蓄積＊の変化量から期間中の炭素

蓄積＊を求め、ＣＯ２の吸収量を推計します。この蓄積変化は、森林の成長、伐採、枯死等による変

化がすべて含まれた値となります。推計式等の詳細は、本計画書の資料編に掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

益子町の森林吸収量 

約１１千ｔ－ＣＯ２／年(１０，８５３ｔ－ＣＯ２／年) 
 

２０２０（令和２）年度のＣＯ２排出量の約１０％に相当 

※２０１３（平成２５）年度の値は２０１４（平成２６）年３月３１日現在の数値 

※２０１８（平成３０）年度の値は２０１９（平成３１）年３月３１日現在の数値 
 

国有林及び民有林の材積変化量 
 

出典：国有林（関東森林管理局日光森林管理署 提供資料） 

民有林（栃木県環境森林部森林整備課 提供資料）  

早生桐について コラム 

早生桐は早生樹の一種で、一般の桐が約２０年で成木 

するのに対し、５〜７年ほどで成木となる桐であり、１ 

年間のＣＯ２の吸収率はスギやヒノキに比べて数倍と言 

われ、近年、活用について調査・研究されています。 

本町でも、耕作放棄地等を活用した早生桐の植林活動 

が行われています。 
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第４章 地球温暖化対策に関する取組（緩和策） 

19 14 8 5
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2050204520402035203020252019 2020201820172016201520142013

2013年度比
28.9％削減

2013年度比
33.8％削減

森林吸収量

-11

（４）ＣＯ２排出量の将来推計 

「（１）ＣＯ２排出量の現況推計」の結果より、現状から追加的な対策を講じない場合の将来推計を行

うと、２０３０（令和１２）年度の排出量は、２０１３（平成２５）年度比２８．９％減の９８千ｔ－

ＣＯ２となります。また、２０５０（令和３２）年度の排出量は、２０１３（平成２５）年度比３３．８％

減の９２千ｔ－ＣＯ２となります。 

ＣＯ２排出量の将来推計は、下の表に示す活動量の将来推計を行い、この活動量の変化を基にＣＯ２排

出量の将来推計を行います。２０２０（令和２）年度以降、廃棄物分野は増加、家庭部門は横ばい、そ

れ以外の部門は減少傾向になることが推計されます。 

森林吸収量については、２０１８（平成３０）年度以降、適切な森林管理により吸収量が維持されて

いると想定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来推計に使用した活動量 

部門 活動量 

産業部門 

製造業 製造品出荷額等 

建設業・鉱業 従業者数 

農林水産業 従業者数 

業務その他部門 従業者数 

家庭部門 世帯数 

運輸部門 
自動車 

旅客 自動車保有台数 

貨物 自動車保有台数 

鉄道 人口 

廃棄物分野 ＣＯ２排出量 

ＣＯ２排出量の将来推計（現状から追加的な対策を講じない場合） 

※将来推計に使用した活動量は、自治体排出量カルテ（環境省）の「活動量の現状把握」に示されてい

る活動量を用いています。 
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第４章 地球温暖化対策に関する取組（緩和策） 

益子町のＣＯ２排出量の削減目標として、 

２０３０（令和１２）年度までに５０％削減を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●前述の「（４）ＣＯ２排出量の将来推計」の結果から、現状のまま推移した場合、２０３０（令

和１２）年度の排出量は９８千ｔ－ＣＯ２となります。 

●２０３０（令和１２）年度にＣＯ２排出量５０％削減（２０１３（平成２５）年度比）を達成し

た場合の排出量は６９千ｔ－ＣＯ２となります。 

●２０３０（令和１２）年度までに追加的な対策により２９千ｔ－ＣＯ２削減することで、削減

目標である６９千ｔ－ＣＯ２の達成を目指します。 

 

２．ＣＯ２排出量の削減目標・再生可能エネルギーの導入目標 

（１）ＣＯ２排出量の削減目標 

 

 

 

 

 

本計画では、栃木県の「とちぎ２０５０年カーボンニュートラル実現に向けたロードマップ」と

の整合を図り、２０５０（令和３２）年カーボンニュートラルに向けて、２０３０（令和１２）年度

にＣＯ２排出量５０％削減（２０１３（平成２５）年度比）を目標とします。 

 

 

 

 

 

  

削減目標のイメージ 

２．ＣＯ２排出量の削減目標・再生可能エネルギーの導入目標 

138

98

11

69

-10
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150
（千t-CO2）

（年度）

50％削減
目標達成へ

森林吸収量を差し引き
実質ゼロへ

現状のまま推移した場合

40削減

2030年度までに追加的な

対策により29削減

2050

2013
基準年度 2030

目標年度

森林吸収量

-11
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第４章 地球温暖化対策に関する取組（緩和策） 

益子町の再生可能エネルギーの導入目標として、 

２０３０（令和１２）年度までに設備容量５１，８８３ｋＷの導入  

を目指します。 

46,891
51,883

62,976

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

2021 2030 2050

（kW）

（年度）

最終的な目標値から

バックキャスト

（２）再生可能エネルギーの導入目標 

 

 

 

 

 

 

本町における区域の電気使用量は、２０２１（令和３）年度時点で、８１，９３９ＭＷｈ／年と

なっており、区域の再生可能エネルギーの導入状況は、設備容量４６，８９１ｋＷ、発電電力量６

１，６９５ＭＷｈ／年となっています。（出典：自治体排出量カルテ（環境省）） 

将来の電気使用量に関しては、省エネルギー化・人口減少などにより減少していくものの、今

後、電化が進んでいく分野（例：重油ボイラーの電化や電動車の普及など）があることから、現状

の電気使用量からあまり変化はないことが想定されます。 

そのため、本町の再生可能エネルギーの導入目標として、２０５０（令和３２）年度に現状の電気

使用量（８１，９３９ＭＷｈ／年）をまかなえる設備容量である６２，９７６ｋＷの導入を最終的な

目標値とし、そこからバックキャストにより、２０３０（令和１２）年度の目標値を算出しました。 

２０５０（令和３２）年度の目標値を達成し、かつ再生可能エネルギーによって発電された電力

（８１，９３９ＭＷｈ／年）をすべて本町で消費すると仮定した場合、年間ＣＯ２削減量は、約３６

千ｔ－ＣＯ２／年の削減が見込まれます。 

なお、再生可能エネルギー設備の導入については、建物への導入を基本とし、家庭や事業所へ再

生可能エネルギーの導入を促進するだけでなく、自家消費した際に余った電力の使い道（地産地

消）についても啓発を行います。 

 

益子町における再生可能エネルギー（太陽光発電）の導入目標 

 
※本町の再生可能エネルギー導入ポテンシャルを考慮し、太陽光発電のみの目標としています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

指標
現況値

（２０２１（令和３）年度）

本計画の目標値
（２０３０（令和１２）年度）

最終的な目標値
（２０５０（令和３２）年度）

設備容量
（発電電力量）

４６，８９１ｋＷ
（６１，６９５ＭＷｈ／年）

５１，８８３ｋＷ
（６７，９７７ＭＷｈ／年）

６２，９７６ｋＷ
（８１，９３９ＭＷｈ／年）

導入目標のイメージ 
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第４章 地球温暖化対策に関する取組（緩和策） 

３．ＣＯ２排出量削減のための対策 

（１）緩和策における取組の体系 

本町において、ＣＯ２排出量削減のための対策である「緩和策」を推進していくにあたり、町に

よる分野（産業分野・業務分野・家庭分野・交通分野・廃棄物分野・吸収源分野・公共分野）ごと

の取組、町民・事業者による取組を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
カーボンニュートラルの実現 

再生可能エネルギー導入目標の達成 ＣＯ２排出量削減目標の達成 

 

産業分野 

業務分野 家庭分野 

交通分野 廃棄物分野 

吸収源分野 

町の取組 

公共分野 

 

事業者の取組 

 

町民の取組 

各主体による 

取組の推進により、 

目標の達成を目指す 

３．ＣＯ２排出量削減のための対策 
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第４章 地球温暖化対策に関する取組（緩和策） 

 

●産業部門における２０２０（令和２）年度のＣＯ２排出量は、１４千ｔ－ＣＯ２で全体排出量

の１３％を占めており、１４千ｔ－ＣＯ２の内、８千ｔ－ＣＯ２は製造業からの排出となって

います。 

●町民アンケートでは、民間事業者に期待する役割として、「事業所へ再⽣可能エネルギーや省

エネルギー機器を導入」、「脱炭素につながる製品・サービスを提供・提案」との回答が上位

を占めており、また、事業者アンケートでは、町に期待する役割として、「事例紹介や情報提

供」、「対策実施・機器導入等への公的融資や利⼦補給、補助⾦制度などの充実」との回答が

上位を占めることから、行政として設備や機器の導入支援に向けた取組が求められます。 

●本町の地域特性でもある窯業については、国内において先進的な取組を進めている自治体も

あることから、情報収集を行っていくとともに、町内の窯業関係者に情報提供や取組の支援

を行っていくことが求められます。 

現状と課題 

（２）各主体による取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体への取組 

●高効率設備・機器（高効率照明、業務用給湯器、産業ヒートポンプなど）

の導入を促進します。 

●契約電力の再エネ電気プランへの切り替えを促進します。 

●ＰＰＡ（第三者所有モデル）・リースなど初期費用やメンテナンスを要しな

い電力契約形式による太陽光発電システムや蓄電池の導入を促進します。 

製造業への取組 
●事業所におけるエネルギーマネジメントシステム（ＦＥＭＳ＊）の導入を促

進します。 

建設業への取組 
●建材や資材のサステナブル化（木材やポリプロピレンといった再生可能な

原料への転換）を促進します。 

農林業への取組 

●農産物の地産地消を促進します。 

●とちぎ材＊住宅の普及を促します。 

●ＣＯ２削減のため、堆肥の利用を促進します。 

窯業への取組 
●窯業分野の脱炭素につながる取組の情報収集を行います。 

●町内の窯業関係者への事例紹介・情報提供を行います。 

  

町の取組（産業分野） 

取組内容 
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第４章 地球温暖化対策に関する取組（緩和策） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

初期費用やメンテナンスを要しない電力契約形式 

出典：環境省 

再エネ電気プラン コラム 

多くの小売電気事業者が太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを電源としたプラ

ンを用意しています。再生可能エネルギー割合が１００％のプランであれば、ＣＯ２排出量実質

ゼロの電気となります。なお、再エネプランには１００％以外にも様々な割合のものがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【再エネ電気プランのメリット】 

・発電設備を設置しなくとも契約を切り替えるだけで再生可能エネルギーが利用できる 

・ＣＯ２排出量が実質ゼロ 

・各社メニューにより料金は切り替え前と同等程度のものも 

・電気自動車などを購入する場合、再生可能エネルギー１００％電気の契約を条件に環境省から補助

金が受けられる 

・トラッキング情報あり非化石証書を使うことで、再生可能エネルギー発電所を紐づけることが可能 

・企業の社会的貢献のアピール効果に 

出典：環境省   
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第４章 地球温暖化対策に関する取組（緩和策） 

 

●業務その他部門における２０２０（令和２）年度のＣＯ２排出量は、１７千ｔ－ＣＯ２で全体

排出量の１７％を占めています。 

●町民アンケートでは、民間事業者に期待する役割として、「事業所へ再⽣可能エネルギーや省

エネルギー機器を導入」、「脱炭素につながる製品・サービスを提供・提案」との回答が上位を

占めており、また、事業者アンケートでは、町に期待する役割として、「事例紹介や情報提供」、

「対策実施・機器導入等への公的融資や利⼦補給、補助⾦制度などの充実」との回答が上位

を占めることから、行政として設備や機器の導入支援に向けた取組が求められます。 

現状と課題 

指標名 現状値
（２０２３（令和５）年度）

目標値
（２０３０（令和１２）年度）

 太陽光発電システムを設置している事業者の割合 ２０．４% ２２．５%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物に関する取組 

●ネット・ゼロ・エネルギービル（ＺＥＢ＊）の普及を促します。 

●ビルエネルギーマネジメントシステム（ＢＥＭＳ＊）の導入を促進し

ます。 

●建築物のエネルギー消費性能向上計画認定制度の周知を行います。 

●契約電力の再エネ電気プランへの切り替えを促進します。 

●ＰＰＡ・リースなど初期費用やメンテナンスを要しない電力契約形式

による太陽光発電システムや蓄電池の導入を促進します。 

高効率設備・機器等に 

関する取組 

●高効率設備・機器（高効率照明、業務用給湯器など）の導入を促進し

ます。 

環境経営に関する取組 
●町内におけるエコキーパー事業所＊認定を促進します。 

●環境マネジメントシステム＊の導入を促進します。 

国民運動・県民運動に

関する取組 

●オフィスでの「デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る

国民運動）」を促進します。 

●オフィスでのカーボンニュートラル実現に向けた県民運動を促進し

ます。 

 

 

 

 

  

町の取組（業務分野） 

取組内容 

指標（産業分野と共通） 

※現状値は事業者アンケート結果より 
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第４章 地球温暖化対策に関する取組（緩和策） 

 

●家庭部門における２０２０（令和２）年度のＣＯ２排出量は、２７千ｔ－ＣＯ２で全体排出量

の２５％を占めており、運輸部門に次いで２番目に排出量が多くなっています。 

●町民アンケートでは、行政に期待する役割として、「再⽣可能エネルギーや省エネルギー機器

の導入に対する助成をしてほしい」との回答が上位を占めており、現在実施している「住宅用

太陽光発電システム等設置費補助金制度」など補助事業の更なる周知や事業の拡充が求めら

れます。 

現状と課題 

指標名 現状値
（２０２２（令和４）年度）

目標値
（２０３０（令和１２）年度）

 益⼦町住宅⽤蓄電池設置費補助件数 １６件 ２５件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅に関する取組 

●ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ＊）の普及を促します。 

●ホームエネルギーマネジメントシステム（ＨＥＭＳ＊）の導入を促

進します。 

●住宅性能表示制度や長期優良住宅建築等計画認定制度の周知を行

います。 

●契約電力の再エネ電気プランへの切り替えを促進します。 

●ＰＰＡ・リースなど初期費用やメンテナンスを要しない電力契約

形式による太陽光発電システムや蓄電池の導入を促進します。 

高効率設備・機器等に 

関する取組 

●高効率給湯器（エコキュート＊、エコジョーズ＊など）、太陽熱温水

器＊、家庭用燃料電池（エネファーム＊）、ＬＥＤ照明など、高効率

設備・機器の導入を促進します。 

補助金制度に関する取組 
●省エネルギー・再生可能エネルギーの設備・機器等に関する補助

金制度を継続し、拡充を検討します。 

国民運動・県民運動に 

関する取組 

●家庭での「デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る

国民運動）」を促進します。 

●ゼロカーボンアクション３０を促進します。 

●家庭でのカーボンニュートラル実現に向けた県民運動を促進します。 

 

 

 

 

  

町の取組（家庭分野） 

取組内容 

指標 
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第４章 地球温暖化対策に関する取組（緩和策） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ゼロカーボンアクション３０ コラム 

 

出典：環境省  

おひさまエコキュート コラム 

おひさまエコキュートは、夜間よりも暖か 

い日中の「空気の熱」と「太陽光発電による 

電気」、再生可能エネルギーをダブルで利用し 

てお湯を沸かす給湯器です。 
 
①太陽光発電システムで効率良くお湯を沸かす 

これまでのエコキュートは夜間の電気を使 

ってお湯を沸かしていましたが、おひさまエ 

コキュートは、太陽光発電システムで発電し 

た電気を使ってお湯を沸かすので、夜間より 

も暖かい昼間の空気の熱を利用するため、効 

率良くお湯を沸かすことができます。 
 
②売電よりも自家消費を増やせば光熱費の削減に 

太陽光発電の売電単価（ＦＩＴ単価）は、年々下がってきており、これから太陽光発電シス

テムを導入される場合やＦＩＴ期間が満了となった場合は、売電するよりも自家消費を増やし

て電力会社から購入する電気の量を減らす方が光熱費の削減につながります。エコキュートは

貯湯式の給湯器なので、貯めたお湯は断水時の生活用水にも使用できます。 

出典：東京電力エナジーパートナー  



 

 

29 

第４章 地球温暖化対策に関する取組（緩和策） 

 

●運輸部門における２０２０（令和２）年度のＣＯ２排出量は、４６千ｔ－ＣＯ２で全体排出量

の４３％を占めており、本町で最も排出量が多くなっています。 

●町民・事業者アンケートでは、ともに「公共交通機関（電車・バス）、自転車、徒歩での移動

を心がける」との回答は少なく、自動車での移動が主体となっていることから、家庭や事業

所における電動車（ＥＶ・ＰＨＥＶ・ＦＣＶ・ＨＶ＊）の導⼊、公共交通機関における電動化

の検討、自動車以外の移動手段の利用促進が求められます。 

●電動車の普及拡大には、導⼊を促進するだけではなく、充電設備などインフラ整備の検討も

図る必要があります。現在、国では、２０３５（令和１７）年までに乗用車新車販売に占める

電動車の割合を１００％にすることを⽬指し、各種購⼊⽀援や開発⽀援を⾏っており、こう

した国などの補助を活用しながら普及拡大に向け取組を進めることが求められます。 

現状と課題 

指標名 現状値
（２０２２（令和４）年度）

目標値
（２０３０（令和１２）年度）

 町内における電動車等保有台数 ８０台 １５０台

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電動車の普及に 

関する取組 

●電動車（ＥＶ・ＰＨＥＶ・ＦＣＶ・ＨＶ）への転換を促進します。 

●ＥＶ充電設備などエネルギー供給施設の普及を促します。 

●事業所におけるワークプレイスチャージング（職場で従業員の通勤

用ＥＶを充電するための設備）を促進します。 

●Ｖ２Ｈなどの家庭用蓄電池としての利用拡大を促します。 

●再生可能エネルギーの利用によるゼロカーボン・ドライブ＊の普及

を促します。 

自動車以外の移動に 

関する取組 

●エコ通勤（公共交通や自転車、徒歩での通勤）を促進します。 

●ＩＣＴ＊を活用（交通系ＩＣカードの導入など）した地域交通（路線

バスやタクシー）や鉄道の利便性向上による公共交通機関の利用促

進に努めます。 

●観光客への町内での自転車利用環境の整備、自転車の利用促進に関

する情報発信・広報啓発（レンタサイクル事業など）を行います。 

●宅配分野などにおける物流の効率化を促進（移動スーパー事業な

ど）します。 

環境に配慮した運転に 

関する取組 
●エコドライブ＊の促進 

 

 

  

町の取組（交通分野） 

取組内容 

指標 
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第４章 地球温暖化対策に関する取組（緩和策） 

 

●廃棄物分野における２０２０（令和２）年度のＣＯ２排出量は、２千ｔ－ＣＯ２で全体排出量

の２％となっています。 

●廃棄物分野においては、近年、特にプラスチック廃棄物削減の取組が求められており、２０

２２（令和４）年４月１日に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行さ

れ、市区町村によるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化に取り組むことが求

められていることから、不必要な使い捨てプラスチックの使⽤削減、再⽣材やバイオプラス

チックの利⽤促進、プラスチックごみのリサイクルと適正処理の徹底などを啓発し、プラス

チック使⽤製品廃棄物の分別収集、再利⽤について検討を進め、ごみ焼却量の削減を図る必

要があります。 

現状と課題 

指標名 現状値
（２０２１（令和３）年度）

目標値
（２０３０（令和１２）年度）

 １年間の焼却ごみの量 ４，１１２ｔ ３，５５６ｔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６Ｒに関する取組 

●栃木県がとちぎオリジナルとして推進している６Ｒ（リデュース・リ

ユース・リサイクル・リシンク・リフューズ・リファイン）＊の周知を

図り、その実践を推進します。 

●自治会や個人でできる資源化事業への参加を促進します。 

食品ロス＊に関する取組 
●フードドライブ＊、フードバンク＊を促進します。 

●⽣ごみ専用袋を使った⽣ごみ堆肥化事業を促進し、啓発します。 

プラスチックに 

関する取組 

●プラスチック使⽤製品廃棄物の分別収集、再利⽤を促進します。 

●使い捨てプラスチックの使⽤削減を推進します。 

●再⽣材やバイオプラスチック＊の利⽤を促進します。 

●プラスチックごみのリサイクルと適正処理の徹底などを啓発します。 

 

 

 

 

 

 

  

町の取組（廃棄物分野） 

取組内容 

指標 
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第４章 地球温暖化対策に関する取組（緩和策） 

 

●本町の森林吸収量は、１１千ｔ－ＣＯ２／年となっており、今後、吸収量を維持するため、森

林資源の循環利用の促進や適正な森林管理の継続が求められます。 

現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林資源の循環利用に 

関する取組 

●皆伐・再造林による森林の若返りを促進します。 

●益子町産出材の普及・多段階利用を促進します。 

●とちぎ材住宅の普及を促します。 

●木質バイオマス資源の有効利用を図ります。 

森林整備・緑化の推進に

関する取組 

●町民・事業者との連携による森づくりを推進します。 

●森林資源を活用したカーボンオフセット＊を推進します。 

●「益子町森林整備計画」に基づき、森林整備・保全活動（植栽、下

刈り、間伐、林床整備等）を推進します 

●ステークホルダー（関係者・関係機関）と連携しながら、アカマツ

復活プロジェクトに取り組みます。 

林業人材の育成に 

関する取組 

●森林整備に伴い、担い手となる林業人材の確保・育成のため、栃木

県と連携を図りながら、人材の確保・育成を推進します。 

 

  

町の取組（吸収源分野） 

取組内容 

出典：栃木県林業人材確保・育成方針（栃木県）より一部編集し作成 

栃木県林業大学校の設置  
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第４章 地球温暖化対策に関する取組（緩和策） 

指標名 現状値
（２０２２（令和４）年度）

目標値
（２０３０（令和１２）年度）

 森林整備面積

 [基準年度（２０１３（平成２５）年度）以降の整備面積]
２１４ｈａ ２２７ｈａ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

森林資源の循環利用のイメージ 

出典：令和４年度 森林・林業白書（林野庁） 

指標 
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第４章 地球温暖化対策に関する取組（緩和策） 

 

●町民アンケートでは、「公共施設へ率先して再⽣可能エネルギーや省エネルギー機器を導入し

てほしい」との回答が過半数を超えており、町民・事業者だけでなく、町としても率先して公

共施設に省エネルギー・再生可能エネルギーの設備・機器の導入を図る必要があります。ま

た、使用エネルギーの脱炭素化のために、契約電力の再エネ電気プランへの切り替え、再生可

能エネルギーの自家消費や余剰電力の地産地消などが求められます。 

現状と課題 

指標名 現状値
（２０２３（令和５）年度）

目標値
（２０３０（令和１２）年度）

 公用車における電動車等保有台数 ０台 ７台

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庁内における取組 

●電気機器、冷暖房機器の適正な使用を徹底します。 

●環境マネジメントシステムの運用による職員の環境配慮行動を徹底し

ます。 

●ペーパーレス化やデジタル化を推進します。 

●エコ通勤（公共交通や自転車、徒歩での通勤）を奨励します。 

●エコドライブを推進します。 

●生ごみ専用袋の利用を推進します。 

●使い捨てプラスチックの使用を削減します。 

●再⽣材やバイオプラスチックの利用を推進します。 

公共施設に関する取組 

●契約電力の再エネ電気プランへの切り替えを推進します。 

●エネルギーマネジメントシステム（ＥＭＳ＊）の導入を検討します。 

●ＰＰＡ・リースなど初期費用やメンテナンスを要しない電力契約形式

による太陽光発電システムや蓄電池の導入を検討します。 

●ＥＳＣＯ（Ｅｎｅｒｇｙ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｃｏｍｐａｎｙ）事業＊の活

用を検討するなど、照明、事務機器、冷暖房機器等の計画的な省エネ

改修、運用改善を行います。 

●電動車（ＥＶ・ＰＨＥＶ・ＦＣＶ・ＨＶ）及び充電設備の導入を図ります。 

●再生可能エネルギーの利用によるゼロカーボン・ドライブを推進します。 

 

 

 

  

町の取組（公共分野） 

取組内容 

指標 
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第４章 地球温暖化対策に関する取組（緩和策） 

 

 

 

 
 

家庭分野の取組 

●新築の際は、ネット・ゼロ・エネルギーハウス（ＺＥＨ）の導入を

検討しましょう。 

●ホームエネルギーマネジメントシステム（ＨＥＭＳ）の導入を検

討しましょう。 

●契約電力の再エネ電気プランへの切り替えを検討しましょう。 

●高効率給湯器（エコキュート、エコジョーズなど）、太陽熱温水器、

家庭用燃料電池（エネファーム）、ＬＥＤ照明など高効率設備・機

器等の導入を検討しましょう。 

●住宅用木質バイオマスストーブの導入を検討しましょう。 

●省エネ家電製品の購入を心がけましょう。 

●太陽光発電システム、定置型蓄電池、Ｖ２Ｈなどの導入を検討し

ましょう。 

●「デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）」

に参加しましょう。 

●ゼロカーボンアクション３０に取り組みましょう。 

●カーボンニュートラル実現に向けた県民運動に参加しましょう。 

交通分野の取組 

●電動車（ＥＶ・ＰＨＥＶ・ＦＣＶ・ＨＶ）の導入を検討しましょう。 

●再生可能エネルギーの利用によるゼロカーボン・ドライブに取り

組みましょう。 

●公共交通機関や自転車、徒歩での移動を心がけましょう。 

●エコドライブを心がけましょう。 

廃棄物分野の取組 

●６Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル・リシンク・リフューズ・

リファイン）を実践しましょう。 

●フードドライブを実施しましょう。 

●生ごみ専用袋を使用し、生ごみを分別しましょう。 

●使い捨てプラスチックの使用を控えましょう。 

●再⽣材やバイオプラスチックの利用を心がけましょう。 

吸収源分野の取組 
●とちぎ材の利用を検討しましょう。 

●森林保全活動へ積極的に参加しましょう。 

  

町民の取組 

取組内容 
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第４章 地球温暖化対策に関する取組（緩和策） 

 

 

 

 

  

デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動） コラム 

国では、２０５０（令和３２）年カーボンニュートラル及び２０３０（令和１２）年度温室

効果ガス削減目標の実現に向けて、国民・消費者の行動変容、ライフスタイル変革を強力に後

押しするため、新しい国民運動「デコ活」を展開しています。デコ活とは、ＣＯ２を減らす（Ｄ

Ｅ）脱炭素（Ｄｅｃａｒｂｏｎｉｚａｔｉｏｎ）と、環境に良いエコ（Ｅｃｏ）を含む＂デコ

＂と活動・生活を意味する＂活＂を組み合わせた新しい言葉です。 

ポータルサイト（https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/）において、 

「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを支える取組、製品・サービス」の登録 

を広く受け付けており、登録されたものは、ポータルサイトやＳＮＳ等で発信・ 

ＰＲされます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次のページには、「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしの１０年後」に係る対策の具体的内

容と「①ＣＯ２削減効果」及び「②節約額」を整理しています。 

詳しい算出根拠は下のリンク先から。 

https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/common/file/20221208_cn_lifestyle.pdf 

「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしの１０年後」のイメージ 

出典：デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）ポータルサイト（環境省） 

ポータルサイト 

https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/
https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/common/file/20221208_cn_lifestyle.pdf
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第４章 地球温暖化対策に関する取組（緩和策） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

対策内容

断熱性能の向上と太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入などによっ

て、エネルギー消費量を実質ゼロにするZEH（ネット・ゼロ・エネル

ギー・ハウス）を購入する。

2,551.0 kg-CO2/世帯 152,280 円/年

太陽光発電設備を設置する。 919.8 kg-CO2/世帯 53,179 円/年

地球温暖化や省エネ家電などに関する幅広い知識を持った診断士が、省

CO2・省エネ提案・アドバイスを行う家庭エコ診断を受診し、各家庭の

実情に合わせた対策を行う。

31.5 kg-CO2/世帯 4,185 円/年

引越しの際に、建築物の省エネ性能表示なども参考に、省エネルギー基

準を満たした住宅を選択する。断熱性能の高い窓ガラスやサッシへの交

換等の断熱リフォームを実施する。

1,130.7 kg-CO2/戸 94,475 円/年

ヒートポンプ式給

湯器
525.6 kg-CO2/台 35,394 円/年

潜熱回収型給湯器 70.9 kg-CO2/台 6,161 円/年

家庭用燃料電池 163.8 kg-CO2/台 13,977 円/年

節水シャワーヘッド、節水型のトイレへの交換、蛇口への節水アダプタ

の設置、節水効果の高いドラム式洗濯機の導入等を行う。
104.7 kg-CO2/世帯 15,647 円/年

LED等高効率な照明を導入する。 27.2 kg-CO2/世帯 2,876 円/年

夏期の軽装等により冷房の設定を適切な室温にする。 5.3 kg-CO2/世帯 566 円/年

冬期の暖かい服装等により暖房の設定を適切な室温にする。 35.3 kg-CO2/世帯 3,338 円/年

統一省エネルギーラベルなどを参考に、省エネ性能の高い冷蔵庫に買い

替える。
107.8 kg-CO2/台 11,413 円/年

統一省エネルギーラベルなどを参考に、省エネ性能の高いエアコンに買

い替える。
69.8 kg-CO2/台 7,388 円/年

エネルギー使用量の表示・管理システム（HEMS）やIoT家電の活用によ

り、節電を行う。
87.5 kg-CO2/世帯 9,268 円/年

自動車購入時に、次世代自動車（FCV,EV,PHEV,HV）を選択する。 610.3 kg-CO2/台 75,152 円/年

自動車を保有する代わりに、カーシェアを利用する。 490.5 kg-CO2/台 149,247 円/年

テレワークにより、通勤に伴う移動を削減する。 840.3 kg-CO2/人 61,267 円/年

自動車利用方法の

見直し

エコドライブの実

施
ふんわりアクセル、加減速の少ない運転等のエコドライブを実施する。 117.3 kg-CO2/台 9,365 円/年

近距離通勤（5km

未満）は自転車・

徒歩通勤に

近距離通勤の場合、通勤手段を自動車から自転車・徒歩通勤に見直す。 161.6 kg-CO2/人 11,782 円/年

5km以上の通勤も

月1日は公共交通

機関に

通勤手段を自動車から公共交通機関に見直す。 35.1 kg-CO2/人

マイボトル、マイバッグの利用、分別などにより容器包装プラスチック

等のごみを削減する。
28.8 kg-CO2/世帯 3,784 円/年

従来のプラスチックに代わり、環境に配慮したバイオマスプラスチック

を使った製品を購入する。
19.2 kg-CO2/世帯

節水シャワーヘッド、節水型のトイレへの交換、蛇口への節水アダプタ

の設置、節水効果の高いドラム式洗濯機の導入等を行う。
23.8 kg-CO2/世帯

夏期の軽装等により冷房の設定を適切な室温にする。 5.6 kg-CO2/人

冬期の暖かい服装等により暖房の設定を適切な室温にする。 2.7 kg-CO3/人

買いすぎの防止等により、家庭からの食品ロスを削減する。 5.4 kg-CO2/世帯 8,900 円/年

旬の食材、地元でとれた食材を購入する。

リサイクル素材を使った環境に配慮した服を選んだり、持っている服を

長く大切に着る。

‐ ‐

サステナブルファッション ‐ ‐

旬の食材の地産地消

クールビズ（業務） ‐

ウォームビズ（業務） ‐

食品ロス削減

節水（水使用量削減） ‐

ごみの削減（分別収集・3R）

バイオマスプラスチック製品の購入 ‐

通勤手段や頻度の

見直し

‐

次世代自動車の購入

カーシェアの利用

テレワークで移動自体を削減

エアコンの買い替え

スマート節電（HEMS導入）

LED等高効率照明の導入

クールビズ（家庭）

ウォームビズ（家庭）

冷蔵庫の買い替え

省エネ性能の高い住宅への引っ越

し・断熱リフォーム

高効率給湯器の導

入

従来型の給湯器から高効率給湯器（ヒートポンプ式、潜熱回収型給湯

器、家庭用燃料電池）へ更新する。

節水（ガス使用量削減）

対策 CO2削減効果 節約額

ZEH購入

太陽光発電設備の設置

家庭エコ診断の実施
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第４章 地球温暖化対策に関する取組（緩和策） 

 

 

 

 

 

産業・業務分野の取組 

（全業種共通） 

●高効率設備・機器（高効率照明、業務用給湯器、産業ヒートポンプ

など）の導入を図りましょう。 

●契約電力の再エネ電気プランへの切り替えを図りましょう。 

●ＰＰＡ・リースなど初期費用やメンテナンスを要しない電力契約形

式による太陽光発電や蓄電池の導入を図りましょう。 

産業分野の取組 

（製造業） 

●事業所におけるエネルギーマネジメントシステム（ＦＥＭＳ）の導

入を図りましょう。 

産業分野の取組 

（建設業） 

●建材や資材のサステナブル化（木材やポリプロピレンといった再生

可能な原料への転換）を図りましょう。 

産業分野の取組 

（農業） 

●農産物は地産地消を心がけましょう。 

●堆肥利用を図りましょう。 

産業分野の取組 

（窯業） 

●焼成熱の有効利用を検討しましょう。 

●廃材利用による商品開発を検討しましょう。 

業務分野の取組 

●ネット・ゼロ・エネルギービル（ＺＥＢ）の導入を図りましょう。 

●ビルエネルギーマネジメントシステム（ＢＥＭＳ）の導入を図りま

しょう。 

●エコキーパー事業所認定を目指しましょう。 

●環境マネジメントシステムの導入による環境経営を心がけましょう。 

●デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）」に

参加しましょう。 

●カーボンニュートラル実現に向けた県民運動に参加しましょう。 

交通分野の取組 

●電動車（ＥＶ・ＰＨＥＶ・ＦＣＶ・ＨＶ）の導入を検討しましょう。 

●ＥＶ充電器や水素ステーションなどエネルギー供給施設の導入を図

りましょう。 

●事業所におけるワークプレイスチャージング（職場で従業員の通勤

用電気自動車（ＥＶ）を充電するための設備）を図りましょう。 

●再生可能エネルギーの利用によるゼロカーボン・ドライブの推進を

図りましょう。 

●エコ通勤（公共交通や自転車、徒歩での通勤）を奨励しましょう。 

●エコドライブを推進しましょう。 

事業者の取組 

取組内容 



 

 

38 

第４章 地球温暖化対策に関する取組（緩和策） 

廃棄物分野の取組 

●フードドライブを実施しましょう。 

●生ごみを分別し、堆肥化しましょう。 

●使い捨てプラスチックの使用を控えましょう。 

●再⽣材やバイオプラスチックの利用を心がけましょう。 

吸収源分野の取組 
●とちぎ材の利用を検討しましょう。 

●森林保全活動へ積極的に参加しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒ボク土の堆肥利用による炭素貯留 コラム 

おもに火山灰から発達した、軽く柔らかい土壌で、黒くてホクホクしているところから黒ボク

土と呼ばれるようになったといわれています。火山国の日本では、北海道、東北、関東、中国、

九州地方の丘陵地、台地を中心に広く分布していて、畑や牧草地などの主要な土壌となっていま

す。土壌がリン酸を強く結びつけるために作物はリンを吸収しづらく、かつては、生育に適さな

い土壌でした。しかし、リン酸肥料が普及したため、柔らかく水分保持力が高いという良好な物

理性もあって、現在では広く畑作物が栽培されるようになりました。 

また、土壌が黒ボク土である水田・畑は、ともに、堆肥を利用すると化学肥料に比べ、土壌の

炭素貯留が大きくなることが、農林水産省が公開している「農地土壌炭素貯留等基礎調査事業の

成果」において示されており、炭素貯留の観点からも、堆肥の利用が望まれます。 

出典：令和４年度農地土壌炭素貯留等基礎調査事業の成果(農林水産省)  
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第５章 気候変動適応に関する取組（適応策） 

１．気候変動影響の現状と将来予測 

（１）これまでの益子町における気候の変化 

ア 気温 

本町は、東日本型の太平洋側気候で、冬の朝は寒さが厳しく、１日の最高と最低の気温の差が大

きいこと、夏は雷の発生が多く、冬は乾燥した空っ風が吹くのが特徴です。 

益子町から最も近い真岡観測所における日平均気温と日最高気温はともに、短期的な変動を繰り

返しながら長期的に見ると上昇傾向にあります。４４年の間に日平均気温が約１．８℃、日最高気

温が約３．６℃上昇しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真夏日（日最高気温が３０℃以上の日）と猛暑日（日最高気温が３５℃以上の日）の年間日数

は、短期的な変動を繰り返しながら長期的に見ると増加傾向にあり、４４年の間に真夏日は約２８

日、猛暑日は約１１日増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日最高気温の推移（真岡観測所） 

出典：気象庁 

日平均気温の推移（真岡観測所） 

出典：気象庁 

猛暑日の年間日数の推移（真岡観測所） 

出典：気象庁 

真夏日の年間日数の推移（真岡観測所） 

出典：気象庁 

気候変動適応に関する取組（適応策） 第５章 

１．気候変動影響の現状と将来予測 
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イ 降水量 

年降水量と非常に激しい雨（１時間降水量５０㎜以上）の年間日数はともに、短期的な変動を繰

り返しながら長期的に見ると増加傾向にあります。４６年の間に年降水量は約１０４㎜、非常に激

しい雨の年間日数は約１日増加しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）将来の益子町における気象の変化 

ア 気温 

日平均気温と日最高気温は、厳しい温暖化対策をとらない場合（４℃上昇シナリオ）、２１世紀

末（２０９１（令和７３）年～２１００（令和８２）年）には、基準期間（１９８１（昭和５６）

年～２０００（平成１２）年）よりも約４．８℃高くなると予測されています。 

 

 

  

非常に激しい雨の年間日数の推移（真岡観測所） 

出典：気象庁 

年降水量の推移（真岡観測所） 

出典：気象庁 

２１世紀末 ４℃上昇シナリオ 

日平均気温 基準期間との差 

２１世紀末 ４℃上昇シナリオ 

日最高気温 基準期間との差 

出典：気候変動適応情報プラットフォーム（Ａ－ＰＬＡＴ）Ｗｅｂ ＧＩＳデータ 
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真夏日と猛暑日の年間日数は、厳しい温暖化対策をとらない場合（４℃上昇シナリオ）、基準期

間（１９８１（昭和５６）～２０００（平成１２）年の平均）と比べ、２１世紀末には、真夏日が

年間約５１日、猛暑日が年間約３３日増加すると予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 降水量 

降水量は、厳しい温暖化対策をとらない場合（４℃上昇シナリオ）、２１世紀末（２０９１（令

和７３）年～２１００（令和８２）年）には基準期間（１９８１（昭和５６）年～２０００（平成

１２）年）よりも年間約１８％増加、非常に激しい雨（１時間降水量５０㎜以上）の年間日数は２

～４日増加することが予想されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２１世紀末 ４℃上昇シナリオ 

真夏日 基準期間との差 

 

２１世紀末 ４℃上昇シナリオ 

降水量 基準期間との差 

２１世紀末 ４℃上昇シナリオ 

非常に激しい雨の年間日数 基準期間との差 

２１世紀末 ４℃上昇シナリオ 

猛暑日 基準期間との差 

出典：気候変動適応情報プラットフォーム（Ａ－ＰＬＡＴ）Ｗｅｂ ＧＩＳデータ 

出典：気候変動適応情報プラットフォーム（Ａ－ＰＬＡＴ）Ｗｅｂ ＧＩＳデータ 
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２．適応に関する基本的な考え方 

（１）国や栃木県の気候変動影響評価 

国の「気候変動適応計画」では、「農業・林業・水産業」「水環境・水資源」「自然生態系」「自然災

害・沿岸域」「健康」「産業・経済活動」「国民生活・都市生活」の７つの分野について、現状と将来

の気候変動の影響に基づく気候変動適応の基本的な施策が示されており、環境省では、同計画の見

直しに向けて、おおむね５年ごとに国全体の「気候変動影響評価」を行っています。 

この「気候変動影響評価」では、前述した７分野について、より細かな７１項目について、既存の

文献や気候変動及びその予測結果などを活用して、「重大性」「緊急性」「確信度」の観点から評価を

行っています。 

栃木県においては、国の「気候変動影響評価報告書」を踏まえながら、「栃木県気候変動対策推進

計画」の進行管理における適応策関連事業の立案・検討や、県内市町への技術的助言、県民等への情

報提供を図るため「栃木県第二次気候変動影響評価報告書」を作成しており、７分野４１項目につ

いて「気候変動影響評価」を行っています。 

 

 

農業・林業・水産業 

 

水環境・水資源 

 

自然生態系 

 

自然災害・沿岸域 

 

健康 

 

産業・経済活動 

 

国民生活・都市生活 

 

 

 

 

 

 

  

日本における気候変動適応の主要７分野 

出典：気候変動適応情報プラットフォーム（Ａ－ＰＬＡＴ） 

２．適応に関する基本的な考え方 
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【県影響評価】

【重大 Ａ：特に重大な影響が認められる　Ｂ：影響が認められる　＊現状では評価できない ○：大きい

【緊急 Ａ：高い　Ｂ：中程度　Ｃ：低い　＊現状では評価できない △：大きいとはいえない

【確信 Ａ：高い　Ｂ：中程度　Ｃ：低い　＊現状では評価できない ー：影響がない、或いは、わからない

【国影響評価】※朱書きは、今回（2020）の国影響評価において、前回（2015年）から変更になったもの

国と栃木県による気候変動影響評価（１） 

 

 

 

 

  

露 地 野 菜
：

生育障害

施 設 野 菜
：

着果不良

花 き
：

開花遅延

ｶ ﾝ ｷ ﾂ 類
：

浮皮

ﾘ ﾝ ｺ ﾞ ・ ﾌ ﾞ ﾄ ﾞ ｳ
：

着色不良、日焼け果

ﾅ ｼ ・ ﾓ ﾓ
：

果肉障害、凍霜害

麦 類
：

凍霜害、収量変化・品質低下

大 豆
：

収量低下

飼 料 作 物
：

収量変化

肉 用 牛 ・ 豚
：

成育・肉質・分娩率低下

乳 用 牛
：

乳量・乳成分・繁殖成績低下

採 卵 鶏
：

産卵率・卵重・低下、産卵数減少

肉 用 鶏
：

成育低下

害 虫
：

分布域拡大・北上、

発生世代数の増加

病 害
：

発生地域の拡大

雑 草
：

定着可能域の拡大・北上

項目 国影響評価 県影響評価

農

業

・

林

業

・

水

産

業

農業 水稲 品質の低下

収量の低下
気 温

分野 大項目 小項目 全国における主な気候変動の影響
主な

要因

Ａ/Ａ Ａ Ａ
・登熟不良による胴割粒・白未熟粒の発生

・カメムシ類による斑点米の増加
△ 〇

緊急性 確信度 県内における主な気候変動の影響
現在の

影響

将来の

影響
重大性

〇 〇

果樹 気 温

降 水 量
Ａ/Ａ Ａ Ａ

・ナシの開花期の前進化に伴う晩霜害のリスク上昇等

・ブドウの着色不良、モモの果肉障害
〇 〇

野菜等
気 温 Ｂ Ａ Ｂ

・露地野菜・施設野菜の品質低下

・イチゴの花芽分化期の遅れによる収穫期の遅延

〇 〇

畜産

気 温 Ａ Ａ Ｂ

・肉用牛・豚の成育・肉質の低下

・乳用牛の乳量・乳成分の低下

・家畜の生産能力、繁殖機能の低下

〇 〇

麦・大豆・飼料

作物等
気 温 Ａ Ｂ Ｂ

・麦類の生育前進化・低温障害の発生

・トウモロコシの湿害増加・発育不全等

△ 〇

農業生産基盤 農地の浸水被害

利水影響
降 水 量 Ａ Ａ Ａ

・短期間強雨の増大や洪水等による農地被害

・農業用水の取水制限
〇

病害虫・雑草

気 温 Ａ Ａ Ａ

・害虫の発生量・被害の増加のおそれ

・高温で発生しやすい病害（炭疽病等）の増加

・防除困難な外来雑草の圃場侵入

〇

林業 木材生産

（人工林等）

水ストレスの増大によるスギ林衰退

マツ材線虫病のリスク・分布拡大

気 温

降 水 量
Ａ Ａ Ｂ ー ー

水産業 回遊性魚介類

（魚類等の生態）

天然アユの遡上数減少、

遡上時期の早まり
気 温 Ａ Ａ

ー

特用林産物

（きのこ類等）

菌による被害

きのこ発生量の減少
気 温 Ａ Ａ Ｂ ー ー ー

・洪水等による河床環境の変化、放流魚の生育環境の喪失

・養殖場における寄生虫症の発生
〇 〇

Ｂ ・高水温期におけるアユの病死 △ 〇

増養殖等
漁獲量減少

気 温

水 温
Ａ Ａ Ｂ

Ｂ/Ａ Ｂ Ｂ ー ー △水

環

境

・

水

資

源

水環境

湖沼・ダム湖 水温上昇に伴う水質悪化・富栄養化 気 温

・土砂流出量の増加 △ 〇

水資源

水供給

（地表水）

渇水の深刻化による減断水の発生

需要期の水不足

降 水 量

降 雪 量
Ａ/Ａ Ａ Ａ

河川
水温上昇に伴う水質悪化

浮遊砂量増加
気 温 Ｂ Ｂ Ｃ

・可能発電電力量の減少

・農業用水の取水制限
〇 〇

水供給

（地下水）
地下水位の変動 降 水 量 Ａ Ｂ Ｂ ・過剰な地下水採取による地盤沈下のおそれ ー △

水需要 需要の増加 気 温 Ｂ Ｂ Ｂ ・農業用水の需要増 △ △

自

然

生

態

系

陸域生態系
高山帯・

亜高山帯

植生の分布の変化や縮小

種構成の変化

高山帯へのニホンジカなどの侵入

気 温

降 雪 量
Ａ Ａ Ｂ ・生息適地減少による高山・亜高山植生の衰退等のおそれ

里地・

里山生態系

構成二次林種の分布適域の縮小

タケの分布域の拡大
気 温 Ｂ Ａ Ｃ ・南方系のチョウ類、土壌動物の増加

淡水生態系湖沼 底生生物への影響や富栄養化
気 温 Ａ Ｂ Ｃ ー

ー 〇

自然林・

二次林

冷温帯林の分布適域の変化・減少
気 温 Ｂ/Ａ Ａ Ａ ー ー ー

△ 〇

ー ー ー

野生鳥獣による

影響
生息適地の拡大

植生への食害・剥皮被害等

ヤマビルの分布拡大

気 温

降 雪 量
Ａ Ａ Ｃ

・シカ・イノシシの個体数増加、越冬地の拡大

・イノシシの掘り起こしによる植生かく乱

・シカによる下層植生の衰退

・ヤマビルの分布拡大

人工林 水ストレスの増大によるスギ林衰退 気 温

降 水 量
Ａ Ａ Ｂ

〇 〇

ー △

河川 冷水魚の生息域の縮小

気 温 Ａ Ｂ Ｃ

・渇水に伴う水温上昇によるサクラマスの死亡

・イワナ・ヤマメ等の生息域縮小・分断のおそれ

・流量減少に伴う遡上、繁殖等を行う生物相の変化

△ 〇

湿原 湿原の乾燥化 降 水 量

降 雪 量
Ａ Ｂ Ｃ ー ー ー
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農業用水の取水制限

コメ・野菜の品質低下

農業・林業・水産業 水環境・水資源 自然生態系 自然災害 健康 産業・経済活動 国民生活・都市生活

なしの晩霜害

可能発電電力量の減少

倒木の発生

気温の上昇 降水量・降水パターン等の変化 強い台風の割合の増加

農地の浸水被害 シカの生息地拡大

家畜の生育低下

熱中症リスクの増加

ヤマビルの分布拡大 サクラの開花の早まり剥皮被害・下層植生の衰退

内水・外水の氾濫水生生物相の変化

交通環境への影響

渇水の発生 廃棄物施設の稼働停止

浄水場の浸水・断水建設作業従事者の健康被害

県内における主な影響の連鎖

魚類の生息環境の喪失

主な影響の要因

主な影響

評価対象７分野の凡例

【県影響評価】

【重大 Ａ：特に重大な影響が認められる　Ｂ：影響が認められる　＊現状では評価できない ○：大きい

【緊急 Ａ：高い　Ｂ：中程度　Ｃ：低い　＊現状では評価できない △：大きいとはいえない

【確信 Ａ：高い　Ｂ：中程度　Ｃ：低い　＊現状では評価できない ー：影響がない、或いは、わからない

項目 国影響評価 県影響評価

分野 大項目 小項目 全国における主な気候変動の影響
主な

要因
重大性 緊急性 確信度 県内における主な気候変動の影響

現在の

影響

将来の

影響

自

然

災

害

洪水(河川氾濫、内水氾

濫)

水害リスク、氾濫発生確率の増加

降 水 量 Ａ/Ａ Ａ Ａ

・局所的な強雨による河川の氾濫

・マンホールからの汚水溢水及び処理場処理能力の超過

・内水氾濫による浸水被害の発生

〇

その他 強風等（強風等

による風害）

強風・強い台風の増加

竜巻が発生する可能性の増加
気 温 Ａ Ａ Ｂ ・倒木の発生による通行止めの頻発化 〇

〇

土石流・地すべり等 土砂災害・深層崩壊・斜面崩壊の増加

降 水 量 Ａ Ａ Ａ
・土砂災害等の発生

・斜面崩壊・土石流等に起因する洪水氾濫災害の発生のおそれ
〇 〇

〇

雪害 降積雪の変化
降 雪 量 ＊ ＊ ＊ ー ー ー

健

康

暑熱（熱中症等） 熱中症搬送者・死者の増加
気 温 Ａ Ａ Ａ ・熱中症発生率、搬送者数（特に高齢者）の増加 〇

その他 汚染物質の濃度変化
気 温 ＊ Ｂ Ｂ ・光化学スモッグ発令日の増加のおそれ ー

〇

感染症 感染症媒介蚊の生息域拡大、活動期間の増加
気 温 Ａ Ａ Ｂ ー ー △

△

Ｃ Ｃ
・部品調達の停滞による工場の稼働停止等のおそれ

・労働者の熱中症リスク、原料の保管方法等への影響のおそれ
△ △

エネルギー 夏季の電力供給ピークの先鋭化

水力発電量の減少

気 温

降 水 量

降 雪 量

Ｂ Ｃ

製造業 企業の生産・販売過程等への影響
気 温

降 水 量

降 雪 量

Ｂ

Ｂ ・可能発電電力量の減少 〇 〇

Ａ Ｂ Ｂ ー ー ー

商業 季節性製品の売上げ、販売計画への影響 気 温

降 水 量

降 雪 量

Ｂ Ｃ Ｃ ー ー ー

Ｂ ・現場従事者の熱中症等の健康被害 〇 〇

観光業 観光快適度の低下

スキー場での積雪深減少
気 温

降 水 量

降 雪 量

Ａ Ｂ Ａ ー △ △

国

民

生

活

・

都

市

生

活

都市イン

フラ・ラ

イフライ

ン等

水道、交通等

インフラ・ライフラインの被害

廃棄物処理システムへの影響
降 水 量 Ａ Ａ

医療 断水等による人工透析への影響
降 水 量 Ｂ Ｂ

産

業

・

経

済

活

動

文化・歴

史などを

感じる暮

季節現象・生物季

節・伝統行事・地

場産業等

生物季節の変化による文化・歴史などを感じる暮らしへ

の影響

建設業
熱中症搬送者・死者の増加

極端な気象現象による建築物の被害

気 温

降 水 量

降 雪 量

Ａ Ａ

金融・保険 保険損害・保険支払額の増加
降 水 量

・熱中症警戒アラート発表による屋外活動への影響

・部活動等において熱中症の症状を訴える児童生徒の増加
〇 〇

Ａ ・サクラの開花の早まり等 △ 〇

・断水や濁水が発生した場合、透析治療への影響のおそれ

・洪水による医療機関の浸水被害
〇 〇Ｃ

Ａ

・停電による信号機の滅灯

・倒木等による通行止め・交通環境への影響

・上水場等の浸水による大規模な断水の発生

・洪水等による廃棄物処理施設の稼働停止

〇 〇

その他 暑熱による生活

への影響等

都市部での熱ストレスの増大や屋外活動への影響等
気 温 Ａ Ａ

【国影響評価】※朱書きは、今回（2020）の国影響評価において、前回（2015年）から変更になったもの

気 温 Ｂ Ａ

Ａ

国と栃木県による気候変動影響評価（２） 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：栃木県環境森林部気候変動対策課 提供資料 

栃木県内における主な影響の連鎖（イメージ） 
出典：栃木県環境森林部気候変動対策課 提供資料 
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第５章 気候変動適応に関する取組（適応策） 

大項目 小項目 重大性 緊急性 確信度 現在の影響 将来の影響

水稲 Ａ Ａ Ａ △ ○

果樹 Ａ Ａ Ａ ○ ○

病害虫・雑草等 Ａ Ａ Ａ △ ○

農業生産基盤 Ａ Ａ Ａ ○ ○

農業

項目 国影響評価 県影響評価

（２）益子町で対策を進めるべき分野の整理 

ア 選定条件 

本町の地域特性を考慮して気候変動への適応を進めていくにあたり、国と栃木県の「気候変動影

響評価」を踏まえつつ、今後、本町が重点的に対策を進めるべき分野・項目として、以下の３つの

条件を満たす項目から４分野９項目を選定しました。 

 

 
 

イ 選定分野 

選定した４分野９項目は、次のとおりです。 

国 

【重大性】Ａ：特に重大な影響が認められる※ 

【緊急性】Ａ：高い 

【確信度】Ａ：高い 

※ここでは、４℃上昇シナリオの評価のみ掲載しています。 

県 
現在の影響、将来の影響（懸念） 

◯：大きい △：大きいとは言えない 

 

 

農業・林業・水産業（４項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 国の「気候変動評価」において、「重大性」が「特に重大な影響が認められる」であり、

「緊急性」及び「確信度」が「高い」とされている項目 

② 栃木県の「気候変動評価」において、「現在の影響」が「大きい」、または、「将来の影響」

が「大きい」とされている項目 

③ 本町において気候変動による影響が既に生じている項目 
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第５章 気候変動適応に関する取組（適応策） 

大項目 小項目 重大性 緊急性 確信度 現在の影響 将来の影響

Ａ Ａ Ａ ○ ○

Ａ Ａ Ａ ○ ○

県影響評価

洪水（河川氾濫、内水氾濫）

土石流・地すべり等

項目 国影響評価

大項目 小項目 重大性 緊急性 確信度 現在の影響 将来の影響

Ａ Ａ Ａ ○ ○暑熱（熱中症等）

項目 国影響評価 県影響評価

大項目 小項目 重大性 緊急性 確信度 現在の影響 将来の影響

都市インフラ・

ライフライン等
水道、交通等 Ａ Ａ Ａ ○ ○

その他
暑熱による生活

への影響等
Ａ Ａ Ａ ○ ○

項目 国影響評価 県影響評価

 

自然災害・沿岸域（２項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康（１項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民生活・都市生活（２項目） 
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第５章 気候変動適応に関する取組（適応策） 

３．これまでに生じている影響及び将来予測される影響 

本項では、前述の「（２）益子町で対策を進めるべき分野の整理」で選定した分野・項目について、

「栃木県第二次気候変動影響評価報告書」や庁内ヒアリングを基に、これまでに生じている影響及

び将来予測される影響を記載します。 

 

（１）農業・林業・水産業 

ア 水稲 

＜これまでに生じている影響＞ 

●全国では、気温の上昇による品質の低下（白未熟粒の発生、一等米比率の低下など）が確認され

ており、また、一部の地域や極端な高温年には収量の低下も見られています。加えて、一部の地

域では、気温上昇により生育期間が早まることで、登熟期間前後の気象条件が変化することに

よる影響が生じています。 

●栃木県では、近年の一等米比率は９０％程度で推移していますが、二等米以下の格付理由とし

て「胴割粒」、「白未熟粒」などが挙げられています。 

●本町では、コメの胴割れの発生が確認されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜将来予測される影響＞ 

●全国では、コメの収量を予測した研究によれば、２０６１（令和４３）～２０８０（令和６２）

年頃までは全体として増加傾向にあるものの、２１世紀末には減少に転じるほか、品質に関し

て高温リスクを受けやすいコメの割合が４℃上昇シナリオで著しく増加することが予測されて

います。 

●栃木県では、４℃上昇シナリオにおいて、県の南部を除き１～２倍の収量となると予測されて

います。 

●本町では、４℃上昇シナリオにおいて、収量を重視した場合では、２１世紀末には、町内全域で

収量が１～２倍に増加すると予測されていますが、同シナリオにおいて、品質を重視した場合

には、２１世紀末には、収量が０．５倍に減少すると予測されています。  

白未熟粒（左）と正常粒（右）の断面      胴割粒 

出典：栃木県第二次気候変動影響評価報告書（栃木県） 

３．これまでに生じている影響及び将来予測される影響 
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第５章 気候変動適応に関する取組（適応策） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

益子町におけるコメ収量の将来予測 

（気候モデル：ＭＩＲＯＣ５、４℃上昇シナリオ、現在に対する２１世紀末の比） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：気候変動適応情報プラットフォーム（Ａ－ＰＬＡＴ）Ｗｅｂ ＧＩＳデータ 

コメ収量（収量重視）の将来予測 コメ収量（品質重視）の将来予測 

現行の移植日と栽培管理を想定した場合の粗玄米収量の変化 

（気候モデル：ＭＩＲＯＣ５、４℃上昇シナリオ、現在に対する２１世紀末の比） 

出典：栃木県第二次気候変動影響評価報告書（栃木県）より作成 

益子町 
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第５章 気候変動適応に関する取組（適応策） 

イ 果樹 

＜これまでに生じている影響＞ 

●全国では、気温上昇によるカンキツ類の浮皮、リンゴ・ブドウの着色不良などが発生しており、

近年の温暖化に起因する障害がほとんどの樹種、地域に及んでいます。 

●栃木県では、夏季高温の影響として最も大きなものは果実の着色不良、着色遅延であり、また、

ナシ、モモなど多くの樹種で見られる日焼け果も発生が増加しています。成熟期の高温により、

果肉の軟化、貯蔵性の低下、みつ症等の果肉障害も発生しています。さらに、秋冬季の気温上昇

によるナシの凍霜害も発生しています。 

●本町では、高温によるリンゴの着色不良が報告されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜将来予測される影響＞ 

●全国では、リンゴについて、２１世紀末になると東北地方や長野県の主産地の平野部等で適地

よりも高温になることや、ブドウについては、主産県において、高温による生育障害が発生する

ことが想定されます。露地栽培の「巨峰」については、２０４０（令和２２）年以降に着色度が

大きく低下すると予測されています。 

●栃木県では、高温により南部～東部がリンゴの栽培適地ではなくなり、また南部の一部でブド

ウの着色不良が多発すると予測されています。 

●本町では、果樹の病害虫による収量・品質の低下、温暖化による栽培適地の減少などが懸念さ

れます。  

リンゴ（サンふじ）における着色不良果（左図）と着色良好果（右図）（益子町） 

ブドウ(ピオーネ）における着色不良果（左図）と着色良好果（右図） 

出典：栃木県第二次気候変動影響評価報告書（栃木県） 
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第５章 気候変動適応に関する取組（適応策） 

ウ 病害虫・雑草等 

＜これまでに生じている影響＞ 

●全国では、気温上昇により、害虫の分布域の拡大や年間世代数及び発生量の増加等をもたらす

可能性があるとされており、病害については、出穂期前後の気温が高かった年にイネ紋枯病＊の

発病株率、病斑高率が高かったことが報告されています。 

●栃木県では、２０２１（令和３）年に県南地域の２つの大豆ほ場で、水稲・大豆・野菜・果樹な

どを吸汁・加害するミナミアオカメムシの幼虫と成虫が県内で初めて確認されています。 

●本町では、カメムシ等による果樹への食害が報告されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜将来予測される影響＞ 

●全国では、気温上昇に伴い水田の害虫・天敵の構成が変化することが予想されており、また水

稲害虫以外でも、越冬可能地域の北上・拡大や、発生世代数の増加による被害の増大の可能性が

指摘されています。 

●栃木県では、全国と同様にイネや野菜の害虫の世代数が増加すると予測されています。 

●本町では、温暖化による病害虫の生息域の拡大や雑草の管理コストの増加が懸念されています。 

 

エ 農業生産基盤 

＜これまでに生じている影響＞ 

●全国では、農業生産基盤に影響を及ぼしうる降水量の変動について、１９０１（明治３４）～２

０００（平成１２）年の最大３日連続降雨量の解析では、短期間にまとめて強く降る傾向が増加

しています。コメの品質低下等の高温障害も見られており、その対応として田植え時期や用水

時期の変更、掛け流し灌漑の実施等、水資源の利用方法に影響が生じています。 

●本町では、２０２３（令和５）年において降水量が少なく、用水不足が発生しています。 

＜将来予測される影響＞ 

●全国では、気温上昇により融雪流出量が減少し、用水路等の農業水利施設における取水に影響

を与えることが予測されています。また、洪水による農業生産基盤への影響については、低標高

の水田で農地被害リスクの増加が予測されています。 

●栃木県では、代かき＊期に利用可能な水量の減少、豪雨時の日流量＊の増加が予測されています。 

●本町では、豪雨による農地・農業用施設への被害の増加や、ため池の氾濫危険性の増大が懸念

されます。  

大豆葉に寄生するミナミアオカメムシの成虫 

出典：栃木県農業環境指導センター 

大豆子実を吸汁するミナミアオカメムシの幼虫（３齢） 

出典：栃木県農業環境指導センター 
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第５章 気候変動適応に関する取組（適応策） 

（２）自然災害・沿岸域 

ア 洪水（河川氾濫、内水氾濫） 

＜これまでに生じている影響＞ 

●全国では、比較的多頻度の大雨事象の発生頻度が経年的に増加傾向にあり、洪水氾濫による水

害に関して依然として脆弱性を抱えているため、気候変動がより厳しい降雨状況をもたらすと

すれば、その影響は相当に大きい可能性があることが示されています。 

●栃木県では、令和元年東日本台風において、県内１９観測地点のすべてで日降水量２００ｍｍ

以上の豪雨となり、県内では死者４名、負傷者２３名、住家全壊８４棟、住家半壊５，２０５棟

等の被害がありました。 

●本町では、近年、大雨の影響による内水氾濫や床下浸水の被害が起きており、また、汚水管など

から雨水が入り、下水処理場の処理能力を超過するなどの影響が出ています。 

＜将来予測される影響＞ 

●全国では、洪水を起こしうる大雨事象が日本の代表的な河川流域において増加するほか、洪水

ピーク流量の増加割合及び氾濫発生確率の増加割合の増幅等が予測されています。 

●栃木県では、全国と同様に年最大流域平均雨量の増加が予測されています。 

●本町では、全国と同様に年最大流域平均雨量の増加が予測されており、気候変動による自然災

害リスクの増加が懸念されます。 

 

イ 土石流・地すべり等 

＜これまでに生じている影響＞ 

●全国では、過去３０年程度の間で５０ｍｍ／時間以上の豪

雨の発生頻度は増加しており、集落等に影響する土砂災害

の年間発生件数も増加しているとの報告があります。また、

深層崩壊＊の発生件数も、データ数は少ないものの、近年は

増加傾向がうかがえるとの報告があります。そのほか、温

暖化に対する土砂災害の影響評価を行った研究事例の中

で、豪雨頻度が高まるのと並行して土砂災害発生件数が増

加していることが示されています。 

●栃木県では、令和元年東日本台風において、土石流が８件、がけ崩れが２８件生じています。 

●本町では、近年、台風の影響による土砂の流出や斜面崩壊が発生しています。 

＜将来予測される影響＞ 

●全国では、降雨条件が厳しくなるという前提において、集中的な崩壊・がけ崩れ・土石流等の頻

発、深層崩壊等の大規模現象の増加、現象の大規模化による既存の土砂災害危険箇所等以外へ

の被害の拡大、河川への土砂供給量増大による治水・利水機能の低下等の影響が想定されてい

ます。 

●栃木県では、４℃上昇シナリオにおける２１世紀末の斜面崩壊発生確率の予測について、現在

と明確な違いは確認できていません。 

●本町では、土砂災害警戒区域等以外への被害の拡大が懸念されます。  

法面崩れ 
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第５章 気候変動適応に関する取組（適応策） 
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第５章 気候変動適応に関する取組（適応策） 

（３）健康 

ア 暑熱（熱中症等） 

＜これまでに生じている影響＞ 

●全国では、気温上昇による超過死亡（直接・間接を問わずある疾患により総死亡がどの程度増

加したかを示す指標）の増加傾向が確認されており、特に高齢者の超過死亡者数が増加傾向に

ありますが、１５歳未満の若年層においても、気温の上昇とともに外因死が増加する傾向にあ

ることが報告されています。また、全国各地でＷＢＧＴ（暑さ指数）の上昇傾向が報告されてお

り、それに伴い、年によってばらつきはあるものの、熱中症による救急搬送人員、医療機関受診

者数・熱中症死亡者数の全国的な増加傾向が確認されています。 

●栃木県では、熱中症の搬送者数が２０１０（平成２２）年以降多い傾向となっており、２０１８

（平成３０）年には、搬送者数（５～９月）が過去最高の１，５４８人となっています。 

●本町では、屋内・屋外問わず熱中症による搬送者が毎年発生しています。 

＜将来予測される影響＞ 

●全国では、熱ストレス超過死亡数は、年齢層に関わらず、全ての県で２倍以上になると予測さ

れています。また、気温上昇に伴い、日本各地でＷＢＧＴが上昇する可能性が高く、熱中症発生

率の増加率は、２０３１（令和１３）～２０５０（令和３２）年、２０８１（令和６３）～２１

００（令和８２）年のいずれの予測も北海道、東北、関東で大きく、年齢別では６５歳以上の高

齢者で最も増加率が大きいと予測されています。 

●栃木県では、気温上昇による救急搬送者数増加は、４℃上昇シナリオにおいて、２１世紀半ば

で２～３倍、２１世紀末で４～６倍と予測されています。また、熱ストレスによる超過死亡者数

の増加は、４℃上昇シナリオにおいて、２１世紀半ばで２～３倍、２１世紀末で６～７倍と予測

されています。 

●本町では、夏季の熱波の頻度が増加し、死亡率や罹患率に関係する熱ストレスの発生が増加す

る可能性があることが予測されており、４℃上昇シナリオを用いた予測では、２１世紀半ばで、

熱中症搬送者数が２～３倍、２１世紀末で４～６倍になることが予測されています。また熱ス

トレスによる超過死亡者数の増加は、４℃上昇シナリオにおいて、２１世紀半ばで１～３倍、２

１世紀末で６～８倍と予測されています。 

 

  

２１世紀末 ４℃上昇シナリオ 

熱中症搬送者数 現在との差 

益子町 

２１世紀末 ４℃上昇シナリオ 

熱ストレス超過死亡数 現在との差 

益子町 

出典：地域気候変動適応計画作成支援ツール（国立研究開発法人 国立環境研究所）より作成 
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第５章 気候変動適応に関する取組（適応策） 

（４）国民生活・都市生活 

ア 都市インフラ・ライフライン等（水道、交通等） 

＜これまでに生じている影響＞ 

●全国では、大雨、台風、渇水等によるインフラ・ライフラインへの影響が確認されています。例

えば、２０１９（令和元）年に発生した台風第１３号や１５号、１７号、１９号では、水道イン

フラにおいて、水道施設の浸水や原水濁度上昇、取水不良、電力インフラにおいて、暴風雨及び

それに伴う倒木・飛来物等による配電設備等の損壊による大規模な停電、交通インフラにおい

て、倒木等による鉄道の運転見合わせ、新幹線車両基地の浸水等、様々なインフラに影響が生じ

ています。 

●栃木県では、平成２７年台風第１８号や令和元年東日本台風の際に鉄道、路線バス等が不通に

なるなどの被害が発生しています。 

●本町では、近年、台風による倒木での通行止めの発生、また、デマンドタクシーの運休などの影

響が発生しています。 

＜将来予測される影響＞ 

●全国では、気候変動がインフラ・ライフラインにもたらす影響について、極端な気象現象が、電

気、水供給サービスのようなインフラ網や重要なサービスの機能停止をもたらすことによるシ

ステムのリスクに加えて、国家安全保障政策にも影響を及ぼすとする報告がみられます。事例

としては、電力インフラにおいて、融雪出水時期の変化等による水力発電への影響、水道インフ

ラにおいて、河川の微細浮遊土砂の増加による水質管理への影響、交通インフラにおいて、国内

で道路のメンテナンス、改修、復旧に必要な費用の増加、そのほかには、気象災害に伴って廃棄

物の適正処理に影響が生じること、洪水氾濫により水害廃棄物が発生すること、都市ガスの供

給に支障が生じることも予測されています。 

●本町では、豪雨や台風の増加による冠水、倒木により道路への影響が懸念され、デマンドタク

シーの運行など交通インフラへの影響が懸念されます。そのほかには、山地の斜面崩壊や災害

廃棄物の発生も懸念されます。 

 

 

  

道路への倒木（益子町） 
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第５章 気候変動適応に関する取組（適応策） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

停電の際に注意すべきポイント コラム 

地震などの影響によって停電が発生した場合、大事なことは、余震の影響などをふまえた上で

行動することです。また、電力が復旧した後を見すえて、注意しておくべきポイントは以下のと

おりです。 
 
① 通電火災をふせぐ 

停電する寸前まで使っていた電化製品は、電気が復旧すると急に通電することになります。そ

の際に、漏電したり、燃えやすいものに接触した状態で発熱し出火したりすることで起こるのが

「通電火災」です。特に、地震などで電化製品がたおれたり損傷したりしてしまうと、通電火災

が起こる危険性があります。災害後、避難のため家をはなれる時は、必ずブレーカーを切ってお

きましょう。 
 
② 発電機の屋内使用はぜったいにダメ！ 

停電した時に発電機を使用する場合、屋内ではぜったいに使わないでください。運転中の発電

機の排気には一酸化炭素が多く含まれており、一酸化炭素中毒になる危険があります。また、屋

外で使用する場合でも、排気ガスが屋内に入るような設置はしないようにしましょう。 
 
③ 感電のリスクに注意 

被災して切れた電線や、たおれた電柱などは、感電のおそれがあり危険です。もし見かけた場

合は、近づいたり触れたりせずに、電力会社（電力の送配電をおこなっている「一般送配電事業

者」）に連絡しましょう。また、ここ１０年ほどで身近な場所にも増えてきた太陽光発電設備（太

陽光パネルなど）についても、注意が必要です。太陽光発電設備は、破損したり水に浸かってい

る場合でも、太陽光があたり続けている間は発電を続けています。感電を防止するためにも、む

やみに近づかないようにしましょう。なお、自宅の屋根などに設置されている太陽光発電設備に

「自立運転機能」がついている場合には、停電時にも電気を使うことができますが、感電の危険

がないか、じゅうぶん確認してから使用してください。 

 

 

 

人工透析治療は、腎不全など腎機能が低下している方にとって、命に関わる重要な治療で

す。しかし、その治療には、多量の水と電気が必要となるため、災害により停電や断水が起

こりライフラインが断たれた場合、治療を継続していくことは非常に困難な状況となってし

まいます。治療を受けている方が、個人としてできる備えとしては、治療を行っている病院

がどのような災害対策をしているかチェックすることや、もし、治療中に災害にあった場合

どのような対応をしてくれるのか、また災害時に備えどのような対策・準備を整えているの

かなどを調べておくことが重要です。 
 
そのほか、以下のような準備をしておくことが推奨されています。 

●透析治療を行っている病院や災害拠点病院など、災害時の連絡先を確認しておく。 

●災害伝言ダイヤル「１７１」の使い方を覚えておく。 

●透析情報カードや常用薬など、緊急時に必要なものがすぐに持ち出せるよう準備しておく。 

●自宅透析を行っている方は、常に充電を心がけ、定期的なメンテナンスを欠かさないよ

うにする。 

人工透析治療を受けている方 

①、②、③の引用元：あらためて学ぶ、「停電」の時にすべきこと・すべきでないこと（資源エネルギー庁） 
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第５章 気候変動適応に関する取組（適応策） 

イ その他（暑熱による生活への影響等） 

＜これまでに生じている影響＞ 

●全国では、大都市において、１００年あたりの気温上昇率が２．６～３．２℃であり、気候変動

による気温上昇に、ヒートアイランド＊の進行による気温上昇が重なっているとの報告が確認さ

れています。また、中小都市でもヒートアイランド現象が確認されています。 

こうしたヒートアイランド現象により都市部で上昇気流が発生することで短期的な降水量が増

加する一方、周辺地域では雲の形成が阻害され、降水量が短期的に減少する可能性があること

が報告されています。 

●本町では、町内の学校やスポーツ施設において、熱中症の症状が見られる体調不良者が出てい

ます。 

＜将来予測される影響＞ 

●全国では、国内大都市におけるヒートアイランドについて、今後は小幅な進行にとどまると考

えられていますが、既に存在するヒートアイランドに気候変動による気温の上昇が加わり、気

温は引き続き上昇を続けることが見込まれています。また、気温上昇に伴い、体感指標であるＷ

ＢＧＴも上昇傾向を示す可能性が高いとされています。加えて、熱ストレスが増加することで

労働生産性が低下し、労働時間の経済損失が発生することが予測されています。 

●本町では、現時点で将来予測される影響への既存知見は確認されていませんが、全国と同様

に、ＷＢＧＴの上昇や、熱ストレスによる労働生産性への影響が懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

  

ＷＢＧＴ（暑さ指数）について コラム 

ＷＢＧＴは、熱中症を予防する 

ことを目的として１９５４（昭和 

２９）年にアメリカで提案された 

指標です。単位は気温と同じ摂氏 

度（℃）で示されますが、その値 

は気温とは異なり、人体と外気と 

の熱のやりとり（熱収支）に着目 

した指標で、人体の熱収支に与え 

る影響の大きい①湿度、②日射・ 

輻射（ふくしゃ）など周辺の熱環 

境、③気温の３つを取り入れた指 

標です。 

熱中症の危険度を判断する数値 

として、環境省では２００６（平 

成１８）年からＷＢＧＴの情報を 

提供しており、乾球温度計、湿球 

温度計、黒球温度計による計測値 

を使って計算されます。 出典：熱中症予防情報サイト（環境省） 
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第５章 気候変動適応に関する取組（適応策） 

指標名 現状値
（２０２３（令和５）年度）

目標値
（２０３０（令和１２）年度）

 温暖化に対応した品種、栽培技術、農業技術の普及啓発回数 － ２回／年

４．影響に対する主な対策 

本項では、「３．これまでに生じている影響及び将来予測される影響」を踏まえ、分野ごとに「適

応策」を記載します。なお、「適応策」は、計画策定時点での「将来予測される影響」に基づくもの

であるため、関係機関と連携しながら、より適した対策の検討を進め、適宜見直していくこととし

ます。 

 

農業・林業・水産業 

 

水稲、果樹 

●新技術・新品種の導入のための研修にかかる費用への支援を行います。 

●国や栃木県、関係機関等と連携し、温暖化に対応した品種、栽培技術、農

業技術の普及のための支援・情報提供を行います。 

●高温耐性をもった品種や夏期の高温対策技術の導入を促進します。 

●自然災害にも強いハウスの導入や構造を強化する資材の活用等を促進し

ます。 

●ハウス内環境制御装置の導入促進による気候に左右されにくい栽培管理

技術の普及を促します。 

●災害情報等を速やかに情報共有します。 

病害虫・雑草等 

●農業用ドローンを利用した病害虫防除事業への支援を行います。 

●国や栃木県、関係機関等と連携し、気候変動に伴う病害虫の増加等に関す

る情報収集及び対応策を検討します。 

●病害虫発生予察情報の活用による適期・適正防除と、耕種的・生物的防除

などを組み合わせた総合的な防除策を検討します。 

農業生産基盤 

●土地改良事業を実施します。 

●ため池ハザードマップの作成・周知を行います。 

●台風発生時は、ため池を事前に放流します。 

●防災重点ため池の改修を図ります。 

●多面的機能支払交付金事業の推進により、農業・農村が持つ防災・減災機

能の維持を図ります。 

●豪雨による農地の浸食や下流土地への土砂流入等の被害を抑えるための

農地浸食防止対策を推進します。 

●農業用水の渇水状況の確認や関連情報を発信します。 

●農業水利施設の更新整備による農地の湛水被害等の防止を図ります。 

 

  

４．影響に対する主な対策 

指標 
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第５章 気候変動適応に関する取組（適応策） 

指標名 現状値
（２０２３（令和５）年度）

目標値
（２０３０（令和１２）年度）

 ハザードマップ認知度 － １００％

 

自然災害・沿岸域 

 

全般 

●ハザードマップやマイ・タイムライン、防災メール活用を町民に周知します。 

●町内の風水害で避難が必要となる自治会(地区)の防災計画策定を支援します。 

●消防団員などの確保・育成を支援します。 

●防災教育の充実や防災訓練への参加を促進します。 

洪水（河川氾

濫、内水氾濫） 

●町内の河川・水路について、適切な維持補修を図ります。 

●下水処理場について、大雨等により、処理場の処理能力を超える流入(雨

水・不明水)があった場合、塩素により十分に滅菌し放流します。また、処

理過程で発生する汚泥については、河川に流れないように調整します。 

●洪水浸水想定区域等の災害の危険がある箇所を町民に周知します。 

●国・栃木県・町・事業者・町民などが一体となって取り組む、流域治水対

策を推進します。 

●堤防強化や堆積土除去等による防災・減災対策を推進します。 

土石流・ 

地すべり等 

●急傾斜地崩壊危険箇所等の定期点検を実施します。 

●土砂災害警戒区域等について、土地の所有者や住民にハザードマップを提

供し、注意喚起を図ります。 

●土砂の流出や法面崩壊などにより交通の途絶が発生した場合に備え、町内

の建設業者と災害時協定を締結するなど、迅速に復旧できる体制の構築を

図ります。 

●土砂災害による被害を防ぐ砂防施設の整備を推進します。 

●斜面崩落等を防止するため、道路の防災対策を推進します。 

●森林の適切な整備・保全による災害に強い森づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

健康 

 
  

指標 

暑熱 

（熱中症等） 

●熱中症予防対策として、リーフレットやポスター等を庁舎内窓口や公共施設

等に掲示するとともに、各種講座・イベントや民生委員との連携による高齢

者等への配布、各種啓発媒体を活用した周知を行います。 

●夏の期間、暑さ指数（ＷＢＧＴ）が厳重警戒である２８を超える日を目安に

防災行政無線を放送する等、町民への注意喚起を図ります。 

●熱中症による健康被害の発生を防止するため、冷房設備を有する公共施設等

を涼みどころ（避暑施設）として開設します。 
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第５章 気候変動適応に関する取組（適応策） 

指標名
現状値

（２０２３（令和５）年度）

目標値
（２０３０（令和１２）年度）

 林道パトロールの実施回数 １２回／年 ２４回／年

指標名 現状値
（２０２３（令和５）年度）

目標値
（２０３０（令和１２）年度）

 涼みどころ（避暑施設）開設数 － ６箇所

 

 

 

 

 

 

 

国民生活・都市生活 

 

都市インフラ・

ライフライン等

（水道、交通

等） 

●林道の定期的なパトロールと雑木、雑草の管理を行います。 

●デマンドタクシーの計画運休時などに防災無線で周知します。 

●道路の無電柱化、幹線道路の整備、狭あい道路の解消などを計画的に行い、

道路交通の防災機能を強化します。 

●芳賀中部上水道企業団（水道事業）と連携し、災害時における応急給水体制

を強化します。 

●下水道処理施設へ自家発電設備を設置します。 

●国土強靭化計画の適宜見直しを実施します。 

●災害時の避難場所の拠点を整備（蓄電池の設置など）します。 

その他（暑熱に

よる生活への影

響等） 

●学校において、児童生徒へのこまめな水分補給や休憩を啓発します。 

●夏の期間、窓に日影を作ることで日射による室内温度上昇の回避・軽減に効

果があるとされる緑のカーテンについて、公共施設において実施するととも

に町民向けに普及啓発を行います。 

●公共施設における緑化を推進します。 

●体育館（空調未整備）利用者の熱中症対策として、空いている会議室等（空

調完備）を休憩所として無料開放します。 

●炎天下や急斜面などの厳しい労働条件となる農林業における作業の省力化、

自動化、軽労力化を促進（スマート農業・スマート林業の促進）します。 

●ミストシャワーの設置を図ります。 

●クールシェアを促進します。 

●打ち水や日傘の普及啓発を行います。 

 

 

指標 

指標 
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第６章 計画の推進体制及び進捗管理 

第６章 計画の推進体制及び進捗管理 

１．計画の推進体制 

本計画は、町民・事業者と町の連携・協力により進めていくため、また、上位計画である環境基本

計画と一体的な推進を図るため、次のとおり推進体制を整備します。 

 

（１）益子町環境審議会 

「益子町環境審議会」は、町長から諮問された本計画の策定、本計画の進捗状況の点検・評価を行

い、見直し等に関する審議を行います。そして、評価や提言をとりまとめて町長に提出します。 

 

（２）益子町環境基本計画推進委員会 

「益子町環境基本計画推進委員会」は、事務局からの報告をもとに、本計画の進捗状況の把握・検

討を行い、本計画の推進と調整を図ります。 

事務局は、関係各課からの取組やその進捗状況などの情報をとりまとめ、「環境基本計画推進委員

会」において報告します。 

 

 

 

  

計画の推進体制及び進捗管理 第６章 

１．計画の推進体制 

益子町環境審議会 

答申 

提言 

諮問 

報告 

連携・協力 

事業者 

環境活動団体 

町民 

益子町環境基本計画 
推進委員会 

 
 
 

益子町 

【事務局】 

生活環境部 

町民くらし課 
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第６章 計画の推進体制及び進捗管理 

２．各主体の役割 

町民・事業者・町がそれぞれの役割を果たすことに加え、各主体が連携・協働して本計画の取組を

推進していくことが重要です。また、各主体が自らの活動に起因する地球環境への影響を理解しな

がら、気候変動対策に取り組むことが望まれます。 

 

（１）町民の役割 

日常生活における省エネルギー・省資源、再生可能エネルギーの利用、暑さ対策など気候変動対

策に取り組みます。また、町が実施する施策や事業に積極的に参加・協力することが望まれます。 

 

（２）事業者の役割 

省エネルギー・省資源、再生可能エネルギーの利用、従業員の暑さ対策など気候変動対策に取り

組むとともに、環境産業分野への積極的な参入など、カーボンニュートラルの実現に貢献すること

が望まれます。 

また、町民・町と協力しながら良好な環境の保全と創造に積極的に取り組み、町が実施する施策

や事業に積極的に協力することが望まれます。 

 

（３）町の役割 

町は、本計画に掲げた気候変動に関する各種対策・施策を、町民や事業者並びに関係機関と連携

を図りながら推進します。また、国や栃木県並びに他自治体とも連携を図りながら、カーボンニュ

ートラルの実現を目指します。 

また、町もひとつの事業者として自らの事務・事業に伴い排出されるＣＯ２排出量の削減に取り

組みます。 

 

３．計画の進捗管理 

本計画の進行管理にあたっては、環境マネ

ジメントシステムの考え方に基づき、「計画

（ＰＬＡＮ）、実行（ＤＯ）、点検・評価（ＣＨ

ＥＣＫ）、見直し（ＡＣＴＩＯＮ）」のＰＤＣＡ

サイクルに則り、本計画の進捗状況について

定期的に点検・評価を行い、その結果を取組の

見直しなどにフィードバックさせ、継続的な

改善を図るものとします。 

また、町は本計画の進捗状況の点検結果等

について、「益子町環境審議会」へ報告すると

ともに、施策の改善に努めます。 

 

２．各主体の役割 

３．計画の進捗管理 
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資料編 

１．策定経過 

 

日時 内容 

２０２３（令和５）年 

７月４日（火）～７月３１日（月） 
●町民・事業者アンケート調査の実施 

８月１０日（木） 

【第１回益子町気候変動対策庁内調整会議】 

●益子町気候変動対策推進計画（案）について 

●町民・事業者アンケート調査の結果について 

８月２８日（月） 

【第１回益子町気候変動対策推進会議】 

●益子町気候変動対策推進計画（案）について 

●町民・事業者アンケート調査の結果について 

１０月２６日（木） 
【第２回益子町気候変動対策庁内調整会議】 

●益子町気候変動対策推進計画（案）について 

１１月２４日（金） 
【第２回益子町気候変動対策推進会議】 

●益子町気候変動対策推進計画（案）について 

１２月１２日（火） 
【第１回益子町環境審議会】 

●計画の諮問 

１２月２７日（水）～ 

２０２４（令和６）年 １月２１日（日） 
●パブリックコメントの実施 

２月８日（木） 

【第２回益子町環境審議会】 

●計画の答申 

●パブリックコメントの結果について 

２月１５日（木） 

【第３回益子町気候変動対策推進会議】 

●パブリックコメントの結果について 

●第２回益子町環境審議会における計画の答申の報告 

 

  

 資料編 

１．策定経過 
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２．委員名簿 

（１）益子町環境審議会 

任期：令和６年５月３１日まで 

Ｎｏ． 氏名 区分 

１ 髙松 勝則 町環境基本計画推進委員会 委員長 

２ 細野 陽子 
町教育委員会 教育長職務代理者 

町女性団体連絡協議会 

３ 大内 千嘉夫 町議会（教育厚生常任委員会） 

４ 川田 進 町自治会連絡協議会 会長 

５ 大塚 辰巳 町農業委員会 会長 

６ 海老澤 由利子 町生涯学習推進協議会 会長 

７ 塚本 裕昭 町商工会 会長 

８ 渡邉 重雄 学識経験者 

９ 髙橋 俊守 学識経験者 

１０ 大関 正浩 県東環境森林事務所 環境部長 

１１ 仁平 秀子 益子町 民生部長 

 

（２）益子町気候変動対策推進会議 

 

Ｎｏ. 区分 氏名 所属 

１ 益子焼関係団体 大塚 伸夫 益子焼協同組合 

２ 町内事業者 小堀 栄久 地域公共交通会議 

３ 
エネルギー関係事業者 

初芝 健一 東京電力パワーグリッド株式会社 

４ 鈴木 伸隆 一般財団法人省エネルギーセンター 

５ 森林関係事業者 羽石 敬俊 芳賀地区森林組合 

６ 

公募 

廣瀬 俊介 

一般公募 ７ 東條 剛史 

８ 保園 薫 

９ 

行政機関 

川原 博満 環境省 関東地方環境事務所 

１０ 石川 俊行 栃木県 気候変動対策課 

１１ 仁平 秀子 益子町 民生部長 

 

  

２．委員名簿 
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３．ＣＯ２排出量の現況推計式 

 

自治体排出量カルテ（環境省）で使用されている現況推計の算出方法 

部門 推計式 

産
業
部
門 

製
造
業 

栃木県の製造業炭素排出量／栃木県の製造品出荷額等 

×益子町の製造品出荷額等×４４／１２ 

建
設
業
・
鉱
業 

栃木県の建設業・鉱業の炭素排出量／栃木県の建設業・鉱業の従業者数 

×益子町の建設業・鉱業の従業者数×４４／１２ 

農
林
水
産
業 

栃木県の農林⽔産業の炭素排出量／栃木県の農林⽔産業の従業者数 

×益子町の農林⽔産業の従業者数×４４／１２ 

業
務
そ
の
他
部
門 

栃木県の業務部⾨炭素排出量／栃木県の業務部⾨の従業者数 

×益子町の業務部⾨の従業者数×４４／１２ 

家
庭
部
門 

栃木県の家庭部⾨炭素排出量／栃木県の世帯数×益子町の世帯数×４４／１２ 

運
輸
部
門 

自
動
車 

旅
客 

全国の⾃動⾞⾞種別炭素排出量（旅客）／全国の⾃動⾞⾞種別保有台数（旅客） 

×益子町の⾃動⾞⾞種別保有台数（旅客）×４４／１２ 

貨
物 

全国の⾃動⾞⾞種別炭素排出量（貨物）／全国の⾃動⾞⾞種別保有台数（貨物） 

×益子町の⾃動⾞⾞種別保有台数（貨物）×４４／１２ 

鉄
道 

全国の運輸鉄道炭素排出量／全国の⼈⼝×益子町の⼈⼝×４４／１２ 

廃
棄
物
分
野 

焼却処理量※×（１－⽔分率）×プラスチック類⽐率×２．７７ 

＋焼却処理量×全国平均合成繊維⽐率（０．０２８）×２．２９ 

※焼却処理量＝広域組合の焼却処理量× 

［市区町村分担⾦（ごみ）／事務組合処理経費（ごみ）］ 

 

  

３．ＣＯ２排出量の現況推計式 

出典：各部門別の算出方法［自治体排出量カルテ｜環境省 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト(env.go.jp)］ 

を参考に作成 

https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/tools/karte.html
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４．森林によるＣＯ２吸収量の推計式 

（１）基本推計式 

Ｒ＝（Ｃ２－Ｃ１）／Ｔ２－１× －（
４４

１２
） 

記号 名称 備考 

Ｒ 吸収量 報告年度の吸収量［ｔ－ＣＯ２／年］ 

Ｃ１ 炭素蓄積量１ 比較をする年度の森林炭素蓄積量［ｔ－Ｃ］ 

Ｃ２ 炭素蓄積量２ 報告年度の森林炭素蓄積量［ｔ－Ｃ］ 

Ｔ２－１ 年数 報告年度と比較年度間の年数［年］ 

－４４／１２ 
炭素からＣＯ２への

換算係数 

炭素（分子量１２）をＣＯ２（分子量４４）に換算する係数 

（注：炭素の増加（プラス）がＣＯ２では吸収（マイナス表

記）となるため、冒頭にマイナスを付けて掛け算を行う） 

 

 

（２）森林蓄積のデータを炭素蓄積に換算する方法 

ＣＴ＝Σｉ{ＶＴ, ｉ×ＢＥＦｉ×（１＋Ｒｉ）×ＷＤｉ×ＣＦｉ} 

記号 名称 備考 

ＣＴ 炭素蓄積量 
Ｔ年度の地上部及び地下部バイオマス中の炭素蓄積量［ｔ－

Ｃ］ 

ＶＴ 材積量 Ｔ年度の材積量［ｍ３］ 

ＢＥＦ 拡大係数 
幹の材積に枝葉の容積を加算し、地上部樹木全体の蓄積に補

正するための係数（バイオマス拡大係数） 

Ｒ 地下部率 樹木の地上部に対する地下部の比率 

ＷＤ 容積密度 
容積を重量（ｄｒｙ ｍａｔｔｅｒ：ｄ．ｍ．）に換算するた

めの係数［ｔ－ｄ．ｍ．／ｍ３］ 

ＣＦ 炭素含有率 
乾物重量を炭素量に換算するための比率［ｔ－Ｃ／ｔ－ｄ．

ｍ．］ 

 

 

  

４．森林によるＣＯ２吸収量の推計式 

出典：環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（算定手法編）」（令和５年３月） 

※ｉは森林のタイプ（樹種） 

出典：環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（算定手法編）」（令和５年３月） 
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（３）材積量データ 

 

  
２０１４（平成２６）年 

３月３１日現在 
２０１９（平成３１）年 

３月３１日現在 

所有区分 樹種 材積量（千ｍ３） 樹種 材積量（千ｍ３） 

国有林 

スギ ３３．７５０ スギ ３１．４９６ 

ヒノキ １０７．５９７ ヒノキ １０９．８５２ 

アカマツ ４．０４３ アカマツ ３．５１５ 

クロマツ ０．０１８ クロマツ ０．０１９ 

モミ ０．１５９ モミ ０．１６５ 

クヌギ １．４７２ クヌギ １．６６９ 

コナラ ３．６３６ コナラ ３．８９２ 

ケヤキ ０．０００ ケヤキ ０．００７ 

その他広葉樹 １０２．４０４ その他広葉樹 １１５．１６６ 

民有林 
その他針葉樹 ４２１ その他針葉樹 ４４１ 

その他広葉樹 １５１ その他広葉樹 １５６ 

 

 

 

 

 

（４）各種変換係数（拡大係数、地下部率、容積密度、炭素含有率） 

 

樹種 
拡大係数 

（ＢＥＦ） 

地下部率 

（Ｒ） 

容積密度 

（ＷＤ） 

炭素含有率 

（ＣＦ） 

スギ １．２３ ０．２５ ０．３１４ ０．５１ 

ヒノキ １．２４ ０．２６ ０．４０７ ０．５１ 

アカマツ １．２３ ０．２６ ０．４５１ ０．５１ 

クロマツ １．３６ ０．３４ ０．４６４ ０．５１ 

モミ １．４０ ０．４０ ０．４２３ ０．５１ 

その他針葉樹 １．３２ ０．３４ ０．３５２ ０．５１ 

クヌギ １．３２ ０．２６ ０．６６８ ０．４８ 

コナラ １．２６ ０．２６ ０．６２４ ０．４８ 

ケヤキ １．２８ ０．２６ ０．６１１ ０．４８ 

その他広葉樹 １．２６ ０．２６ ０．６２４ ０．４８ 

※国有林は、小数点第三位まで表示している。 

※民有林は、樹種ごとの詳細なデータが不足しているため、針葉樹は「その他針葉樹」、広葉樹は「その他広葉樹」とし

て吸収量を算定している。 

※本表の民有林の値を足し上げても、四捨五入の関係で、P.19 グラフ「国有林及び民有林の材積変化量」の合計値とは

一致しない場合がある。 

出典：国有林（関東森林管理局日光森林管理署 提供資料） 

民有林（栃木県環境森林部森林整備課 提供資料）  

※詳細な林齢・齢級のデータが不足しているため、すべて５齢級以上として吸収量を算定している。 

出典：環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（算定手法編）」（令和５年３月） 

 



 

 

67 

資料編 

５．益子町の地域概況 

（１）自然的条件 

ア 地勢 

本町は栃⽊県の南東部に位置し、西は真岡市、北は市⾙町、東は茂⽊町、南は茨城県桜川市に接し

ています。町の東側は⼋溝⼭地が連なり、⻄側には⼩⾙川が南北に流れ、その流域には平地が広が

っています。面積は８９．４㎢で、東西約８．２５㎞、南北約１２．８５㎞に広がっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 河川 

本町は、利根川⽔系⼀級河川の⼩⾙川が⻄側を流れ、その⽀流となる４つの⼀級河川（ぐみ川、百

⽬⻤川、⼤⽻川、⼩宅川）が、主に北⻄⽅向に流れ、南流する⼩⾙川の⽀流をなしています。町内を

縦横に流れる河川網により、川は⾝近で、⽔辺空間に恵まれています。 

 

ウ 公園・緑地 

「益子県立自然公園」内に位置する「益子の森」は、アカマツやコナラ、クリ、ヤマザクラなどで

覆われており、林内には散策路、芝⽣広場、吊り橋、展望塔など豊かな⾃然とふれあうことができる

多くの憩いの場が整備されています。また、公園内には史跡・⽂化財が数多く点在し、栃木県内の他

の地域ではあまり⾒られない南方系の植物や昆⾍が⽣息するなど、珍しい自然環境が広がっています。 

本町には他に、⾃然環境を活かした、「⼩⾙川親⽔公園」、「あじさい公園」、「⾼館⼭森林公園」、

「堂ケ⼊沢親⽔公園」及び「⼤郷⼾ダム親⽔公園」などが整備されています。また、⼤規模な都市計

画公園としては「益子町北公園」及び「益子町南運動公園」が整備されています。  

益子町の位置 

出典：益子町観光協会 

５．益子町の地域概況 
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（２）経済的条件 

ア 産業別事業所数・従業者数 

本町の産業別事業所数・従業者数を見ると、ともに第３次産業が最も多く、２０２１（令和３）年

時点で第１次産業は９事業所・１３０人、第２次産業は３５９事業所・１，８６９人、第３次産業は

５９３事業所・３，９５１人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 総農家数・経営耕地面積 

本町の総農家数・経営耕地面積は減少傾向にあり、２０２０（令和２）年時点で総農家数は１，０

３４戸、経営耕地面積は１，６３２ｈａとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

産業別従業者数 

出典：庁内資料 

産業別事業所数 

出典：庁内資料 

総農家数・経営耕地面積の推移 

出典：農林業センサス（農林水産省） 
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（３）社会的条件 

ア 人口・世帯数 

本町の人口は減少傾向にあり、２０年の間に４，２１８人減少しています。世帯数は増加傾向に

あり、２０年の間に３２１世帯増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 住宅 

本町の住宅の建て方別戸数は一戸建てが９０．４％と最も割合が高くなっており、栃木県全体と

比較しても一戸建ての割合が高くなっています。一戸建ては屋根の上に太陽光パネルを設置しやす

いことから、太陽光エネルギーの有効活用が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人口・世帯数の推移（各年１０月１日現在） 

出典：平成２９年版益子町統計書（益子町）及び益子町ホームページ 

住宅の建て方（２０１８（平成３０）年） 

出典：平成３０年住宅・土地統計調査（総務省） 
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ウ 土地利用 

本町の２０２２（令和４）年の地目別土地面積の割合を見ると、山林が２５．６％と最も高くなっ

ており、次いで田が１５％、畑が１２．８％となっています。また、宅地の割合は７．３％となって

います。２０１７（平成２９）年と比較すると、５年間での変化はほぼありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 地域交通 

（ア）真岡鐵道 

真岡鐵道の利用者数は減少傾向にあり、利用者の多くが通学による定期利用であることから、少

子化による学生数減少の影響を受けていることが推測されます。 

なお、２０２０（令和２）年度は新型コロナウイルス感染症による移動需要の低下により、利用者

数が減少していると推測されます。 

 

 

 

  

真岡鐵道利用者数の推移 

出典：益子町地域公共交通計画（益子町） 

２０１７（平成２９）年 

田

15.1%

畑

13.0%

宅地

7.1%山林

25.5%

牧場

0.1%

原野

0.9%

雑種地

6.0%

その他

32.4%

総面積

89.4㎢

田

15.0%

畑

12.8%

宅地

7.3%山林

25.6%

牧場

0.2%

原野

0.9%

雑種地

6.1%

その他

32.2%

総面積

89.4㎢

２０２２（令和４）年 

※「その他」は、ため池、保安林、公衆用道路など。 

 

地目別土地面積の構成比 

出典：令和４年版益子町統計書（益子町） 
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益子町内

乗車人数

益子町内

降車人数

町内移動

利用率

益子町内

乗車人数

益子町内

降車人数

町内移動

利用率

2018年6月6日 86 3 3.5% 5 98 5.1%

2019年6月4日 88 4 4.5% 9 56 16.1%

2020年7月8日 41 2 4.9% 3 63 4.8%

2021年6月28日 70 3 4.3% 4 72 5.6%
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（イ）関東自動車（旧東野バス） 

町内を走る唯一の路線バスとして、益子市街地と七井市街地を経由して東武宇都宮駅を発着とする

関東自動車が運行しており、宇都宮市方面への通勤・通学を中心に多様な用途で利用されています。 

町内のバス停で乗降する利用客は全体として市街地で多く、特に、益子駅前、七井局前、星の宮入

口の利用が多くなっている一方で、郊外に行くほど利用客が少なくなっています。 

また、町内をバスで移動している利用者は少なく、下り（益子駅前行）は夕方、上り（宇都宮東武

行）は朝の利用が多くなっており、宇都宮方面への通勤や通学等の目的で利用されている交通となっ

ています。 

なお、２０２０（令和２）年度と２０２１（令和３）年度は新型コロナウイルス感染症に伴う減便

の影響により利用者数が減少しています。 

 

関東自動車運行状況（１日の利用者数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：益子町地域公共交通計画（益子町） 

 

（ウ）デマンドタクシー 

デマンドタクシーの利用登録者数は着実に増加しており、年間利用者数も増加傾向にあります。

なお、年間利用者数は２０２０（令和２）年度に新型コロナウイルス感染症の影響で利用者が減少

していると推測されますが、他の公共交通機関に比べると減少率は低く抑えられています。 

月別の利用者数では、夏季の利用が多く、冬季の利用が少ない傾向が見られます。また、利用者

の年代別では、８０代の利用が最も多く、６０歳以上の利用が全体の約９０％を占めています。便

別では、１１時便が最も多く、９時～１３時の利用が多くなっています 

 

 

  

デマンドタクシー年間利用者数の推移 

出典：益子町地域公共交通計画（益子町） 

デマンドタクシー利用登録者数の推移 

出典：益子町地域公共交通計画（益子町） 
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栃木県：１人１日当たりの排出量（左軸）

オ ごみ 

本町のごみ総排出量と１人１日当たりの排出量は、２０１４（平成２６）年に開始された町内全

域での「生ごみ堆肥化事業」により、大きく減少しました。その後、ごみの総排出量は、横ばい傾向

にあり、１人１日当たりの排出量は、２０１４（平成２６）年度以降上昇傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、本町のリサイクル率は、２０１４（平成２６）年に開始された町内全域での「生ごみ堆肥

化事業」により、大きく上昇したのち、２０１４（平成２６）年度以降減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

  

益子町のごみ総排出量、栃木県及び益子町の１人１日当たりの排出量 

出典：一般廃棄物処理実態調査結果（環境省） 

栃木県及び益子町のリサイクル率 

出典：一般廃棄物処理実態調査結果（環境省） 
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（施設） （％） （施設） （％）

 町民文化系施設 11 15.5 10 13.7

 スポーツ・レクリエーション系施設 11 15.5 11 15.1

 学校教育系施設 9 12.7 9 12.3

 子育て支援施設 2 2.8 3 4.1

 保険・福祉施設 5 7.0 5 6.8

 医療施設 1 1.4 1 1.4

 行政系施設 20 28.2 20 27.4

 公営住宅 3 4.2 3 4.1

 公園 5 7.0 5 6.8

 その他 4 5.7 6 8.3

合計 71 100.0 73 100.0

施設分類 施設数 施設数

2016年度調査時点 2021年度調査時点

（㎡） （％） （㎡） （％）

 町民文化系施設 10,691.02 11.9 10,614.42 11.7

 スポーツ・レクリエーション系施設 10,089.37 11.2 10,484.33 11.6

 学校教育系施設 44,986.75 50.2 44,986.75 49.5

 子育て支援施設 311.08 0.3 720.34 0.8

 保険・福祉施設 7,324.69 8.2 7,324.69 8.1

 医療施設 158.16 0.2 158.16 0.2

 行政系施設 7,560.70 8.4 7,625.28 8.4

 公営住宅 7,667.26 8.5 7,667.26 8.5

 公園 908.05 1.0 873.27 1.0

 その他 107.05 0.1 222.15 0.2

合計 89,804.13 100.0 90,676.65 100.0

施設分類

2016年度調査時点 2021年度調査時点

延床面積 延床面積

カ 公共施設 

本町が保有する公共施設は２０２１（令和３）年度調査時点で７３施設あり、２０１６（平成２

８）年度調査時点と比較すると２施設増加しています。施設分類別では、町民文化系施設で減少、子

育て支援施設、その他で増加しています。 

本町が保有する公共施設の延床面積は、２０２１（令和３）年度調査時点で９０，６７６．６５㎡

あり、２０１６（平成２８）年度調査時点と比較すると、８７２．５２㎡増加しています。 

延床面積の内訳をみると、学校教育系施設が最も多く全体の約５０％を占めており、次いで町民

文化系施設（約１２％）、スポーツ・レクリエーション系施設（約１２％）が多くなっています。 

施設分類別にみると、増加した施設は子育て支援施設が最も多く、次いでスポーツ・レクリエー

ション系施設、行政系施設、その他となっています。一方、減少した施設は、町民文化系施設、公園

となっています。 

公共施設の施設数の状況と推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

公共施設の延床面積の状況と推移 

 

 

 

 

 

  

※構成比（％）の合計は、１００％になるよう「その他」で調整している。 

出典：益子町公共施設等総合管理計画（益子町） 

※構成比（％）の合計は、１００％になるよう「学校教育系施設」で調整している。 

出典：益子町公共施設等総合管理計画（益子町） 
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６．用語集 

【ア行】 

掲載 
ページ 

用語 説明 

p.50 イネ紋枯病 

リゾクトニア菌という糸状菌がイネに感染する病害です。菌核という

褐色の半球形の菌体が病斑上に形成され、越冬した後に水面に浮上し

てイネの株元に付着します。気温が２２℃以上で株間湿度が高いと、

菌核から発芽した菌糸が葉鞘に侵入して病斑を拡大させます。イネ紋

枯病に感染すると葉鞘・葉身が枯死するだけでなく、水稲が倒伏しや

すくなり収量と品質が低下します。 

p.27 エコキュート 空気の熱を使って効率よくお湯を沸かす貯湯式の高効率給湯機です。 

p.26 
エコキーパー事

業所 

事業所における自主的な地球温暖化対策を促進するため、事業活動に

おいて地球温暖化対策に関し優れた取組を実施している事業所のこと

で、栃木県が認定をしています。 

p.27 エコジョーズ 
少ないガスで効率よくお湯を沸かすことができ、省エネルギーに貢献

できる給湯器です。 

p.29 エコドライブ 

環境に配慮した運転方法のことで、アイドリングをしない、急な発

進・加速・減速をしない、無駄な荷物を積まないなどを実行すること

により、消費燃料を節約し、ＣＯ２の排出を削減する運転方法です。 

p.27 エネファーム 
都市ガス・ＬＰガスから取り出した水素と、空気中の酸素を化学反応さ

せて電気と熱を発生させるコージェネレーションシステムのことです。 

p.1 温室効果ガス 

大気中のＣＯ２やメタン（ＣＨ４）などのガスは、太陽からの熱を地球

に封じ込め、地表を暖める働き（温室効果）があり、これらのガスを

温室効果ガスといいます。「地球温暖化対策の推進に関する法律」で

は、「ＣＯ２」、「メタン（ＣＨ４）」、「一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）」、

「ハイドロフルオロカーボン類（ＨＦＣｓ）」、「パーフルオロカー

ボン類（ＰＦＣｓ）」、「六ふっ化硫黄（ＳＦ６）」、「三ふっ化窒素

（ＮＦ３）」の７種類を温室効果ガスと規定しています。 
 

【カ行】 

掲載 
ページ 

用語 説明 

p.1 化石燃料 
石油、石炭、天然ガスなど地中に埋蔵されている再生産のできない有

限性の燃料資源のことです。 

p.26 
環境マネジメン

トシステム 

組織や事業者が、その運営や経営の中で自主的に環境保全に関する取

組を進めるにあたり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これら

の達成に向けて取り組んでいくことを「環境管理」又は「環境マネジ

メント」といい、このための組織や事業者の体制・手続き等の仕組み

を「環境マネジメントシステム」といいます。環境マネジメントシス

テムには、例えば、環境省が策定したエコアクション２１や、国際規

格のＩＳＯ１４００１があります。 

６．用語集 
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掲載 
ページ 

用語 説明 

p.31 
カーボンオフセ

ット 

日常生活や経済活動において避けることができないＣＯ２等の温室効

果ガスの排出について、まずできるだけ排出量が減るよう削減努力を

行い、どうしても排出される温室効果ガスについて、排出量に見合っ

た温室効果ガスの削減活動に投資すること等により、排出される温室

効果ガスを埋め合わせるという考え方です。 

p.1 

気候変動に関す

る政府間パネル

（ＩＰＣＣ） 

各国の研究者が政府の資格で参加し、気候変動のリスクや影響及び対

策について議論するための公式の場として、国連環境計画（ＵＮＥ

Ｐ）及び世界気象機関（ＷＭＯ）の共催により１９８８（昭和６３）

年に設置された政府間組織です。地球温暖化に関する科学的な知見の

評価、温暖化の環境的・社会経済的影響の評価、今後の対策のあり方

の３つの課題について検討することを目的としています。 

 

【サ行】 

掲載 
ページ 

用語 説明 

p.10 
再生可能エネル

ギー 

石油・石炭などの化石燃料や原子力と対比して、自然環境の中で繰り

返し起こる現象から取り出すエネルギーの総称で、「エネルギー供給

事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有

効な利用の促進に関する法律」においては、「再生可能エネルギー

源」について、「太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エ

ネルギー源として永続的に利用することができると認められるものと

して政令で定めるもの」と定義されており、政令において、太陽光・

風力・水力・地熱・太陽熱・大気中の熱その他の自然界に存する熱・

バイオマスが定められています。 

p.19 材積 
木材の体積のことで、基本的には、樹木の幹の体積である「幹材積」

を指します。 

p.10 省エネルギー 
石油や石炭、天然ガスなど、限りあるエネルギー資源がなくなってし

まうことを防ぐため、エネルギーを効率よく使うことをいいます。 

p.30 食品ロス 

まだ食べられるのに廃棄される食品のことです。食品ロスを国民一人

当たりに換算すると＂お茶碗約１杯分（約１１４ｇ）の食べもの＂が

毎日捨てられていることになるとされています。 

p.50 代（しろ）かき 

田起こしした田んぼに水を張り、土を攪拌し、ならして平らにしてい

く作業です。水を入れた田んぼの土を砕いて細かくすることで、有毒

ガスが抜けて有機物が熟成するなど、土の質が高まります。土が柔ら

かくなるので稲を植えやすくなり、稲の活着も促進されます。 

p.51 深層崩壊 

山崩れ・崖崩れなどの斜面崩壊のうち、すべり面が表層崩壊よりも深

部で発生し、表土層だけでなく深層の地盤までもが崩壊土塊となる比

較的規模の大きな崩壊現象です。 
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掲載 
ページ 

用語 説明 

p.19 森林蓄積 
森林を構成する樹木の幹の体積のことで、森林資源量の目安となるも

のです。基本的には「幹材積」として表記されています。 

p.29 
ゼロカーボン 

ドライブ 

太陽光や風力などの再生可能エネルギーを使って発電した電力と電気

自動車（ＥＶ）、プラグインハイブリッド車（ＰＨＥＶ）、燃料電池

自動車（ＦＣＶ）を活用した、走行時のＣＯ２排出量がゼロのドライ

ブです。 
 

【タ行】 

掲載 
ページ 

用語 説明 

p.10 太陽光発電 
自然エネルギーを利用した発電方式のうち、太陽光を利用した発電方

式を、太陽光発電といいます。 

p.27 太陽熱温水器 
太陽光の熱エネルギーを利用して、タンクに貯めた水をお湯へと変え

る機器のことです。 

p.7 脱炭素社会 
地球温暖化の要因となるＣＯ２をはじめとした温室効果ガスの「排出

量実質ゼロ」を目指す社会のことです。 

p.19 炭素蓄積 

大気中のＣＯ２が植物の光合成によって吸収され、植物体を形作る有

機炭素となり、やがて植物に由来する土壌中の有機炭素として蓄積さ

れることを指します。森林による炭素蓄積量を推計する際は、幹だけ

でなく、枝葉や根も含めたバイオマスを推計します。 

p.10 蓄電池 

充電と放電を繰り返し行うことができる電池のことで、電気エネルギ

ーを化学エネルギーに変えて蓄え、必要に応じて電気エネルギーとし

て取り出せる構造になっています。 

p.24 とちぎ材 
栃木県産出材のことで、栃木県内の森林から産出されたことが証明さ

れた木材のことです。 
 

【ナ行】 

掲載 
ページ 

用語 説明 

p.50 日流量 

日平均流量のことで、流量とは、単位時間に河川の「ある横断面」を

流過する水の体積です。例えば、左右岸の堤防の間の横断面を１秒間

に通過する水の体積のことで、流速（流れの速さ）と断面積を掛ける

と流量が計算でき、測定単位は、立方メートル毎秒（ｍ３／ｓ）です。 

 

【ハ行】 

掲載 
ページ 

用語 説明 

p.30 
バイオプラスチ

ック 

植物などの再生可能な有機資源を原料とするバイオマスプラスチック

と微生物等の働きで最終的にＣＯ２と水にまで分解する生分解性プラ

スチックの総称です。 
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掲載 
ページ 

用語 説明 

p.56 
ヒートアイラン

ド 

都市の気温が周囲よりも高くなる現象のことです。気温の分布図を描

くと、高温域が都市を中心に島のような形状に分布することから、こ

のように呼ばれます。ヒートアイランド現象は「都市がなかったと仮

定した場合に観測されるであろう気温に比べ、都市の気温が高い状

態」と言うこともできます。 

p.30 フードドライブ 
家庭で余った食料品を学校や職場などに集約して、これをフードバン

クや慈善団体などに寄付する活動のことです。 

p.30 フードバンク 

企業や家庭において、賞味期限が切れていないにも関わらず、様々な

理由で流通、消費されない食品を集め、必要としている施設や団体、

困窮世帯に無償で提供する活動及びその活動を行う団体です。 

 

【マ行】 

掲載 
ページ 

用語 説明 

p.10 ⽊質バイオマス 

「バイオマス」とは、再生可能な生物由来の有機性資源（化石燃料は除

く）のことで、生物資源（ｂｉｏ）の量（ｍａｓｓ）を表します。その

なかで、木材からなるバイオマスのことを「木質バイオマス」と呼び、

木質バイオマスは、持続的に再生可能な資源です。 

 

【英数字】 

掲載 
ページ 

用語 説明 

p.26 ＢＥＭＳ 

「Ｂｕｉｌｄｉｎｇ Ｅｎｅｒｇｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓ

ｔｅｍ」の略称で、ビルエネルギー管理システムのことです。対象は

オフィスビルや商業ビルです。 

p.33 ＥＭＳ 

「Ｅｎｅｒｇｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ」の略称で、工

場やビル、住宅等におけるエネルギーの使用状況を可視化し、照明や

空調、設備機器の稼働を制御することでエネルギーの運用を最適化す

るためのシステムです。 

p.33 ＥＳＣＯ事業 
「Ｅｎｅｒｇｙ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｃｏｍｐａｎｙ事業」の略称で、省エ

ネルギー改修にかかる全ての経費を光熱水費の削減分で賄う事業です。 

p.10 ＥＶ 

「Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｖｅｈｉｃｌｅ」の略称で、本来は電動車両全

般を指す言葉ですが、一般的には「バッテリーの電気だけを使ってモ

ーターで走る車」である電気自動車のことを指し、本計画でもこちら

の意味合いで使用しています。 

p.10 ＦＣＶ 

「Ｆｕｅｌ Ｃｅｌｌ Ｖｅｈｉｃｌｅ」の略称で、「燃料電池自動

車」のことを指し、水素と酸素で発電し、モーターを動かす自動車の

ことです。 
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掲載 
ページ 

用語 説明 

p.24 ＦＥＭＳ 
「Ｆａｃｔｏｒｙ Ｅｎｅｒｇｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅ

ｍ」の略称で、工場エネルギー管理システムのことです。 

p.27 ＨＥＭＳ 
「Ｈｏｍｅ Ｅｎｅｒｇｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ」の

略称で、家庭内エネルギー管理システムのことです。 

p.29 ＨＶ 
「Ｈｙｂｒｉｄ Ｖｅｈｉｃｌｅ」の略で、ハイブリッド自動車のことを

指します。エンジンとモーター、２つの動力を利用して走行します。 

p.29 ＩＣＴ 

「Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｔ

ｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の略称で、情報や通信に関する技術の総称で

す。日本では同様の言葉としてＩＴ（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｔｅ

ｃｈｎｏｌｏｇｙ：情報技術）の方が普及していましたが、国際的に

はＩＣＴがよく用いられ、近年日本でも定着しつつあります。 

p.12 ＬＥＤ 

「Ｌｉｇｈｔ Ｅｍｉｔｔｉｎｇ Ｄｉｏｄｅ」の略称で、発光する半導

体素子のことです。半導体素子の違いにより、必要となる電圧や発光色

が異なり、この発光原理を利用した照明ランプは低い消費電力で大きな

光エネルギーを得られること、また寿命が長いことから、懐中電灯など

の小電力分野でのＬＥＤ照明ランプへの代替が進んでいます。 

p.10 ＰＨＥＶ 

「Ｐｌｕｇ―ｉｎ Ｈｙｂｒｉｄ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｖｅｈｉｃｌ

ｅ」の略称で、「プラグインハイブリッド自動車」のことを指し、外

部電源からの充電が可能なハイブリッド自動車のことです。 

p.10 ＰＨＶ 

「Ｐｌｕｇ―ｉｎ Ｈｙｂｒｉｄ Ｖｅｈｉｃｌｅ」の略称で、ＰＨＥ

Ｖと同じものですが、メーカーによって「ＰＨＶ」または「ＰＨＥ

Ｖ」と表記されています。 

p.10 Ｖ２Ｈ 

「Ｖｅｈｉｃｌｅ ｔｏ Ｈｏｍｅ」の略称で、ＥＶやＰＨＥＶのバッ

テリーに貯めている電気を自宅で使えるようにする機器のことです。

Ｖ２Ｈを導入するとＥＶやＰＨＥＶを住宅用蓄電池として活用するこ

とができます。 

p.26 ＺＥＢ 

省エネルギーによって使うエネルギーを減らし、創エネによって使う

分のエネルギーをつくることで、消費する年間の一次エネルギーの収

支をゼロにすることを目指した建物のことです。 

p.27 ＺＥＨ 

断熱性能向上と高効率機器等の導入による省エネルギーの実現と、再

生可能エネルギーの導入により、消費する年間の一次エネルギーの収

支をゼロにすることを目指した住宅のことです。 

p.30 ６Ｒ 

本町では６Ｒを推進しており、６Ｒとは「（１）リデュース（Ｒｅｄ

ｕｃｅ）ごみを減らす」、「（２）リユース（Ｒｅｕｓｅ）くり返し

使う」、「（３）リサイクル（Ｒｅｃｙｃｌｅ）資源として、再生利

用する」、「（４）リシンク（Ｒｅｔｈｉｎｋ）本当に必要なものか

どうかよく考える」、「（５）リフューズ（Ｒｅｆｕｓｅ）不必要な

ものはきちんと断る」、「（６）リファイン（Ｒｅｆｉｎｅ）捨てる

ときに分別する」の６つの頭文字をとったものです。 
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